
松山市 公営企業局

●市民がデザインしたマンホール蓋●

（マンホール蓋について）
下水道を身近に感じてもらいたいとの思いから、松山市で初めてデザインを募集し、

各部門の最優秀賞作品は、実際の下水道マンホール蓋として松山銀天街に設置しています。

小学生部門 中学生部門

一般部門
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下水道の
やくわり
下水道の
やくわり

自然環境を守ります まちがきれいになります

浸水からまちを守ります 快適な生活を支えます

家庭や工場などからでる汚水を下水道管に
集め、浄化センターできれいにして川や海
に流すので、自然環境を守ります。

生活排水が溝や水路に流れ込まないので、
悪臭やハエ、蚊の発生が少なくなり、まち
の美化が図られます。

下水道は大雨が降ってもすぐに
排水できるため、浸水や道路の
冠水からまちを守ります。

トイレや台所などからでる
汚水を速やかに下水道管に排出する

ことで、衛生的で快適な生活が送れます。

　松山市公営企業局では、清潔で快適、そして安全・安心なまちづくりを推進するため、
公共下水道の整備や水洗化に取り組んでいます。
　公共下水道が整備されると、生活排水が水路などに流れることがなくなり、悪臭等の
発生もなくなることから、皆さまの暮らしが快適となるほか、川や海等の水質改善にも
つながります。また、雨水をすみやかに排除することができるので、浸水からまちを守
ります。
　公共下水道は多くの皆さまに使用していただくことで、より効果を発揮することがで
きる公共施設です。美しい水環境を次の世代に引き継いでいくためにも、下水道整備事
業の促進、下水道への早期接続及び下水道施設の維持管理へのご理解とご協力をお願い
いたします。

下水道のやくわり
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スクリーン

汚水管きょ

汚泥（ドロ）下 水 処 理 場

宅内排水設備公共下水道公共下水道宅内排水設備

雨水管きょ

下水道のしくみ
松山市の下水道は分流式（一部地域は※合流式）

　松山市の下水道は、汚水と雨水を別に流す「分流式」を採用しています。
　汚水は、汚水管きょを通って下水処理場に流れていき、そこで生物的な方法できれいな
水にして、川や海に流しています。
　雨水は、溝や水路から雨水管きょを通り、速やかに川や海に流れていきます。

分流式下水道の正しい使い方（汚水と雨水は別に流します。）

※「合流式」とは、汚水と雨水を同じ管に流す方法です。合流式の場合、取付管および宅地
　内のますは全て個人管理となります。

①沈砂池
土砂や大きなゴミ
を取り除きます。

②最初沈殿池
小さな泥を沈めて
取り除きます。

③反応タンク
微生物のはた
らきで水をき
れいにします。

④最終沈殿池
きれいな水と
活性汚泥を分
離します。

⑤消毒タンク
処理水を滅菌
して放流しま
す。

汚　水 汚水専用の排水設備 汚水管きょ 下水処理場 川
や
海雨　水 雨水専用の排水設備 雨水管きょ

� �

��

�
< きれいにして流す＞<トイレ・台所・風呂など＞

< そのまま流す＞
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下水道が使えるまで（本管工事の流れ）
公営企業局では、整備計画に従って下水道の管きょ（本管）を順次整備しています。
整備前には、沿線の皆さまに工事案内をお届けします。下水道が使用できるまでの流れや
整備によって必要となる費用をご確認ください。

工事期間、工程、工事時間帯、工事内容、工事業者、注意事項などは工事ごとに異なります。
工事の案内をご確認いただき、ご不明な点等は工事担当者にお問い合わせください。

①現地調査（試験掘り）

②支障となる埋設物
（水道管・ガス管など）の移設工事

③下水道工事
本管敷設、宅地内への公共ます設置

④仮舗装工事

⑤工事完成検査

⑥供用開始の通知
6ページ参照

⑦下水道への接続
（宅内排水設備工事）

6ページ〜参照

⑧本舗装復旧工事
（時期未定）

現地を掘削して地下埋設物の位置等を確認します。

工事でできた段差などを解消するため、舗装を復旧します。

設置した公共ますの確認検査のため、宅地内に立ち入らせて
いただくことがあります。

一度掘り起こした地盤が安定するまでの期間（通常１年以上）
を設けた後、もう一度舗装の復旧を行います。

下水道の設置に支障がある場合は
事前に移設工事を行います。

施工業者が事前に訪問し、公共ます
の設置場所等の相談をさせていただ
きます。

受益者負担金
の支払い

11ページ〜参照

使用料の支払い
13ページ〜参照

宅内排水設備
工事費用の支払い
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汚水ます

雨水ます
溝や水路

雨
ど
い

マンホール

公共汚水ます

トイレ 風呂 洗面・洗濯

官
民
境
界

台所

下水道本管
（汚水管きょ）

（企業局が設置・管理）

公共下水道

（個人が設置・管理）

※市内中心部の合流式の区域では、宅内ますや
　取付管も個人管理です。

宅内排水設備

取付管

私有地 公道

汚水ます汚水ます汚水ます

公共下水道と宅内排水設備（分流式）

公共下水道と宅内排水設備は、公共ますで接続されます。

事業場等からの排水
　下水道にはどのような排水でも流せるわけではありません。排水には水質基準があり、
次に該当する事業場等は事前に届出が義務付けられています。
　・特定施設を設置しようとする（または設置している）工場・事業場
　・排水が水質基準（pH、SS、BOD等）を超えるため、除害施設の設置が必要な工場・

事業場

詳しくは…　上下水道サービス課　排水設備担当
　☎089-948-6529,6820
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　公共下水道に接続するために、汚水管きょと宅地内の間に設けるのが「公共ます」です。
　公共ますは、原則一宅地内に一個、官民境界から１m以内の宅地内で、官民境界に最も近い
所（支障物件のない所）に公営企業局が設置し、維持管理を行います。
　公共ます設置時には、施工業者が訪問し、設置位置等を確認させていただき、皆さま（土地・
家屋所有者）に「公共ます設置承諾書」に署名をお願いしています。
　公共ますは上から見ると直径20〜60cmの円形ですが、設置工事には約１m四方の土地を必
要とします。一度設置すると付け替えが非常に難しいので、排水経路などを踏まえて、設置場
所を決めてください。
※下水道本管工事完了後に公共ますを設置する場合は、原則、自己負担となります。
　詳しくは16ページをご覧ください。

公　共　ま　す

　公共下水道とは、家庭などから排出される下水を処理するための施設のことで、公道内の汚
水管きょやポンプ場、処理場、宅地内の公共ますなどをいいます。設置、維持管理は公営企業
局が行います。

公 共 下 水 道

　家庭や事業所などの排水を公共下水道へ流すための排水管、ますなどを宅内排水設備といい
ます。
　宅内排水設備は、みなさま個人のご負担によって設置、維持管理をしていただきます。
　宅内排水設備の工事は、次ページ以降をご確認ください。

宅内排水設備

◆◇  悪質な業者にご注意ください ! !   ◇◆
　宅内排水設備は、個人の所有物のため、個人の責任において管理を行っていただきます。

（４ページの宅内排水設備図参照）

　突然お宅を訪問し、市に依頼されたなどと偽
いつわ

り、下水排水管の点検後、洗浄を強要し、

料金を請求する業者が増加しています。

　市や公営企業局が、特定の業者に宅内排水設備の点検・洗浄を依頼することはありませ

んので、ご注意ください。

　点検等が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合は、はっ

きりとお断りください。
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宅内排水設備
※工事費は自己負担
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公
共
下
水
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汚
水
）

公
共
下
水
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汚
水
）

工 事 後

雨水

汚水

雨水

汚水

汚水
浄化槽

便
所

浴
室

台
所

水

　路

工 事 後

くみ取り便所の工事例

単独浄化槽の工事例

・便器を水洗式に替える。
・水道を引いてくる。
・宅地内に排水管をつくる。
・風呂や台所の水といっしょに
　公共下水道につなぐ。

・浄化槽を壊す。
・その部分をパイプでつなぎ、
　埋める。
・風呂や台所の水といっしょに
　公共下水道につなぐ。

いずれも工事期間は、平均で3〜5日ですが、そのうち
トイレが使えないのは、完成日の半日程度です。

※青線部が工事箇所です。

供
用
開
始
日

下

水

道

の

速やかに下水道への接続工事に取りかかってください
３か月以内に公共下水道に接続
（くみ取り便所の改造のみ、３年以内）

●指定工事店に連絡して、見積もる。（複数社取ることをお勧めします）

●指定工事店に工事を依頼する。（公営企業局に申請が必要です）

下水道への接続について（宅内排水設備工事）

　公共下水道が整備され、下水道が使用できるようになった日（以下、供用開始日）から、建物
所有者には下水道に接続する義務が生じます。
　下水道法及び松山市条例では、供用開始日から３か月以内に浄化槽を廃止して風呂や台所
などの生活排水を公共下水道に接続することが義務付けられています（くみ取り便所の改造の
み、供用開始から３年以内）。なお、接続に関する工事費は自己負担となります。
　供用開始になると、公営企業局から各家庭に通知しますので、指定工事店（指定工事店一
覧は26ページ）に連絡して見積りを取ってから、接続工事を依頼してください。指定工事店以外
で工事を行ったり、公営企業局に届け出ずに工事をした場合は、違法工事となりますので、ご
注意ください。

改 造 工 事 の あ ら ま し
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① 工 事 の 依 頼……施工主の皆さまが指定工事店に工事を依頼します。
② 設計見積・契約……指定工事店が皆さまの家の工事設計、見積を行い、契約をします。
③ 確認申請書提出……公営企業局に確認申請書を提出します。注

④ 通 知 書 の 交 付……公営企業局が内容を審査・確認をします。
⑤ 工 事 着 手……指定工事店が工事に着手します。
⑥ 工事完了届提出……公営企業局に工事完了届（排水設備関係届）を提出します。注

⑦ 工 事 完 了 検 査……公営企業局が指定工事店立会のもと完了検査を行い、
　　　　　　　　　　 排水設備検査済証を交付します。
　　　　　　　　　　 検査終了後、皆さまに下水道使用料を納めていただくことになり
　　　　　　　　　　 ます。

施工主

①工事の依頼 ③確認申請書提出

④通知書の交付

⑥工事完了届提出

⑦工事完了検査

②設計見積・契約

⑤工事着手

上下水道
サービス課指定工事店

注　確認申請書、工事完了届の提出手続きは、指定工事店がお手伝いします。

工 事 の 手 順

１．宅内排水設備の設置工事は、指定工事店で……（指定工事店一覧は26ページ以降に掲載しています）
　　●　宅内排水設備の工事は、指定工事店でないとできないことになっています。工事をする
　　　ときは必ず指定工事店で施工してください。
　　　※指定工事店以外で施工することは、違法工事として処罰の対象となりますのでご注意ください。

２．工事の契約は……
●　宅内排水設備の工事は、建物の増改築の工事と同様に、施工主の皆さまと指定工事店と
の契約で行ってください。

３．申請の手続きは……
●　指定工事店が施工主に代わって手続きをしてくれますが、書類に署名押印するときは、
内容を確認してください。

●　貸付制度や、助成金制度を利用する場合は、必ず工事の前に（排水設備工事の確認申請
書といっしょに）余裕をもってお申し込みください。
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水洗便所改造資金の貸付制度
　この制度は、くみ取り便所や、浄化槽から公共下水道へ接続工事を行う際に、工事によ
る経済的負担を軽減するため、無利息で改造資金を貸付する制度です。
※公共下水道へのトイレの接続が伴わない場合は、ご利用いただけません。

　１.  貸付金額……………１戸につき40万円以内
　　　　　　　　　　　………（工事費用の範囲内で１万円未満の端数は切り捨て）
　２.  利　　息……………無利息
　３.  返済方法……………貸付を受けた翌月から毎月1万円の均等払い。（口座振替はできません）

貸付後に郵送する納付書にて、松山市役所の支所・出張所（北
条の４出張所は除く）および公営企業局指定の金融機関の窓口
にて直接支払っていただきます。

　４.  貸付を利用できる方…⑴市県民税、固定資産税および受益者負担金を滞納していないこと。
⑵連帯保証人（１名…松山市民で、市県民税または固定資産税

のいずれか一方を課税され、かつ滞納していない個人の方）
が必要です。※法人は、連帯保証人にはなれません。

   ５.  必要な書類………… 申請人　印鑑登録証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　納税証明書（市県民税および固定資産税の両方）
　　　　　　　　　　　　　　　　※市県民税が非課税の場合は非課税証明書が必要です。
　　　　　　　　　　　　保証人　印鑑登録証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　納税証明書（市県民税または固定資産税のいずれか一方）
   ６.  手続方法など………

詳しくは………

 上下水道サービス課　排水設備担当
☎089-948-6529

貸
付
金
の
申
込
み

申
込
書
の
審
査

決
定
通
知
書
の
送
付

工
事
着
手

工
事
完
了
届
提
出

工
事
完
了
検
査

貸
付
金
の
支
払
い

１か月
以内

１か月
以内

※申込みの手続きは、指定工事店がお手伝いします。
書類審査に時間を要するため、必ず工事の前に（排水設備工事の確認申請書と一緒に）
余裕をもってお申し込みください。
なお、工事着手後は、お申し込みを受け付けることができませんのでご注意ください。
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１．助成対象者は……
　　　公共下水道を使用することにより不要となっ

た浄化槽を、雨水貯留浸透施設に転用する改造
工事を自己負担して行う方です。

２．助成額など……

　　　改造工事に要した費用とは、浄化槽の清掃・改造、ポンプの購入・設置、雨水の集排水
　　管設置などに要した費用のことです。（汚水排管、汚水ますの設置費用は該当しません）

助成限度額助　　　　成　　　　額
改造工事に要した費用の額の２／３
（1,000円未満の端数は切り捨て） 20万円

４．雨水貯留浸透施設の維持管理は……
　助成金の交付を受けて設置した雨水貯留
浸透施設は、正常に稼

か

働
どう

するよう適切な維
持管理をしていただくことになります。
（改造工事ご希望の際には、浄化槽の耐久性なども
考慮してください）

浄化槽を雨水貯留施設へ改造する方への助成金
　公共下水道を使用することによって不要となった浄化槽で雨水を貯留し、散水など雑用
水に活用される方に対し、貯留施設への改造工事費の一部を助成する制度です。
　この制度は、雨水の流出を抑制し、浸水被害の
軽減および雨水の有効利用を図ることを
目的としています。

３．手続方法など……

助
成
金
交
付
申
請

改
造
工
事
完
了
検
査

助
成
金
交
付

助
成
金
交
付
適
否
の
通
知

申
請
内
容
の
審
査

１
月
以
内
に
改
造
工
事
に
着
手

助
成
金
交
付
決
定
後

領
収
書
・
請
求
書
提
出

完
了
検
査
後
、
速
や
か
に

工
事
写
真
を
添
付
し
て
提
出

改
造
工
事
完
了
届
に

工
事
完
了
後
５
日
以
内
に

質問：満足度 質問：利用用途
満足していない 2％あまり満足

でない
4％

その他
6％

庭木
56％

非常に満足
38％

おおむね満足
41％

ふつう
15％

打水
19％

洗車
19％

庭木
56％

非常に満足
38％

おおむね満足
41％

ふつう
15％

打水
19％

洗車
19％

●助成金を利用した方へのアンケート調査
（H27年1月実施　回答数 382件）

詳しくは………

 上下水道サービス課　排水設備担当
☎089-948-6820

※申込みの手続きは、指定工事店がお手伝いします。
書類審査に時間を要するため、必ず工事の前に（排水設備工事の確認申請書と一緒に）
余裕をもってお申し込みください。
なお、工事着手後は、お申し込みを受け付けることができませんのでご注意ください。
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１．助成対象となる人
「雨水貯留施設（雨水タンク）」を、自ら所有し居住または業務（営業活動等）で使用している市
内の建築物（屋根と雨どいがあるもの）に、雨どいに接続する方法で設置する方（法人も可）。
※ただし、1,000㎡以上の建築物を新築・増築する場合は、条例により対象外となることがあります。　
※借家は対象外です。　※車庫や倉庫のうち、カーポートや組立て式物置など簡易な建物は対象外です。　
※申請は同一の建築物について１年度に１回限りです。

２．助成対象となるタンク
各メーカーが「雨水タンク」として販売しているもの。
※農業用の貯水タンク、中古品のタンクは対象外です。条件を満たす製品であるかご不明な場合は、事前にお問い合わ
せください。

３．助成金額は……

４．助成を受けるには……
雨水貯留施設の種類を問わず、設置工事前に助成対象事業指定申請をする必要があります。
事業指定を受ける前に着工されますと助成対象とはなりません。事業指定となった後の手
続きについては、通知書送付の際に詳しくご案内いたします。
（申請書の様式は下の水資源対策課ＨＰからダウンロードできます。）

①小規模雨水貯留施設
設置する雨水タンクの品名、基数、設置場所等が決まりましたら、カタログ等（雨水タンクの品名、貯
留容量、材質等の仕様を明示した書類）を添付のうえ、「小規模雨水貯留施設助成対象事業指定申請書」
を提出またはWEBで申請してください。（事業指定までに10日程度かかります。）

②③中・大規模雨水貯留施設
配置図及び給排水系統図（建物と雨水タンクの位置関係、雨どいからの集水経路やタンクからの給水経
路等を明示したもの）とカタログ等（雨水タンクの有効貯留容量、材質等の仕様を明示した書類）、工
事金額の見積書を添付のうえ、「中・大規模雨水貯留施設助成対象事業指定申請書」を提出してください。

５．お問い合わせは……
松山市総合政策部　水資源対策課　　TEL…089-948-6948
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/usuiriyousokusinn.html
または、

雨水利用をする方に市が助成します
〈雨水利用促進助成制度のご案内〉

種　　類 内　　　容 助　成　額
助　成　限　度　額

摘　要

①小規模
雨水貯留施設

容量100㍑以上1,000㍑
未満で、雨水タンクとし
て販売されているもの。
中古品は対象外（浄化槽
を改造する場合を除く）。

本体購入価格（市が製品ごとに定め
る本体限度額以内※）の3分の2。
※本体限度額は、下の水資源対策課
ＨＰで公表しています。

100㍑以上200㍑未満 3万円
200㍑以上400㍑未満 6万円
400㍑以上600㍑未満 9万円
600㍑以上800㍑未満 12万円
800㍑以上1,000㍑未満 15万円

②中規模
雨水貯留施設

有効貯留容量1,000㍑以
上5,000㍑未満のもの。

設置工事費（製作費または本体購入
価格及び設置工事に要した費用の合
計額）の３分の２。

配管・ポンプを備えていないもの 18万円
配管・ポンプを備えたもの 20万円
配管・ポンプを備え、水洗トイレに接続するもの 25万円

③大規模
雨水貯留施設

有効貯留容量5,000㍑以
上で、雨水利用のための
配管・ポンプを備えたも
の。

有効貯留容量1,000㍑あたり５万円、
または設置工事費（中規模雨水貯留
施設の場合と同様）の３分の２のい
ずれか低い方の額。

300万円

（注）助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

 松山市　雨水利用 検索

WEB申請は
こちら
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受益者負担金
　下水道が整備されると、河川の水質保全、便所の水洗化、悪臭・害虫の発生を防ぐなど
生活は快適になりますが、下水道の整備には長い年月と多額の資金が必要なため、一度に
全てを整備することができません。下水道は道路や公園と違い、利用できる人や区域が限
られるので、整備費用を全て税金でまかなうと、負担の公平を欠くことになります。そこ
で、土地の所有者（または、権利者等）に建設費の一部を負担していただくのが受益者負
担金です。受益者負担金は、下水道処理区内の全ての土地に一度限り賦課されます。
　　※浅海地区の方は、受益者負担金を受益者分担金（負担金を分担金）と読み替えてください。

１．負担金の対象となる土地（受益地）は……
　下水道が整備される区域内の土地は、全て負担金の対象となります。
空き地や駐車場など建物が建っていない土地、公共ますを設置しない
場合、下水道に接続しない場合も全て対象です。

２．負担金を納付する人（受益者）は……
　受益者となる方は、原則として、下水道が整備された区域内の土地
の所有者です。
　ただし、地上権や賃貸借など、何らかの権利の目的となっている土地は、その土地の所
有者と地上権等の権利を有する人（権利者）とが話し合いの上で、受益者を定めることが
できます。

３．負担金の額は……
　負担金の額は、土地の面積に、処理区別の１㎡当たりの単価を乗じた額です。（１筆ごと
に10円未満の端数切捨て）

４．徴収猶予と減免について……
◎徴収猶予
　受益者が災害や盗難、生活困窮などにより負担金を納付することが一時困難な場合（公
の証明書などを添付）、または、受益地が農地などの場合は、徴収を猶予する制度があり…
ます。
◎減免
　次の場合などその状況により、減免する制度があります。
　○地域の自治団体が公共の用に供している土地　　○学校・幼稚園・神社仏閣等の土地
　○生活扶助者　　　　　　　　　　　　　　　　　○文化財保護のための施設用地　　　　など

５．異動の届け出について……
◎受益者を変更したいとき
　受益者決定後、売買その他の事由で受益者に異動があり、新しい方に負担金を引き継ぐ
ときは、届け出が必要です。徴収猶予が適用された土地も必要です。
　届け出があった日以降に納期限が到来する負担金は、新しい受益者に納付をお願いしま
す。なお、届け出がないときは、引き続き旧受益者に負担金を納めていただきます。
◎住所を変更するとき
　受益者の住所や書類の送付先などを変更するときは、速やかに届け出てください。

１㎡当たりの単価× ＝土地の面積（公簿面積） 受益者負担金

１㎡当たりの単価

中央処理区 　　250円※

西部処理区 　　250円

北部処理区 　　253円

北条処理区 　　300円

※中央処理区内で平成３年度以前に都市計
画法第59条第１項の認可を受けた区域
は152円

※上野処理区は、算定方法が異なります。
　詳しくは、お問い合わせください。
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5月中旬

6月上旬

7月上旬

初回は
7月末日まで

7月賦課の場合
土地所有者に受益者申告書を送付

受益者申告書を提出

受益者に決定通知書・納入通知書を送付

上下水道
サービス課

受 益 者

負担金を納付

11月中旬

12月上旬

1月上旬

初回は
1月末日まで

1月賦課の場合
土地所有者に受益者申告書を送付

受益者申告書を提出

受益者に決定通知書・納入通知書を送付

負担金を納付

※受益者申告書は、原則、土地所有者に送付します。この申告は、負担金の賦課対象決定の基礎となるものですので、
権利者の有無にかかわらず必ず提出してください。期限までに提出がない場合は、土地の所有者を受益者と認定して賦
課します。

※分割納付用の納入通知書には「第１期」「第２期」「第３期」、一括納付用の納入通知書には「全納期一括」と赤字で記載しています。

【例】7月賦課　50,000円（西部処理区：200㎡）の場合

①
９回
分割

②
一括 全納期一括

納期
年度

第１期
（７月末日）

第２期
（10月末日）

第３期
（1月末日） 年度計

初年度

２年度

３年度

6,000円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

17,000円

16,500円

16,500円

50,000円

　９回分割、または、一括のどちらかご都合のよい方法で納付してください。

【例】1月賦課　50,000円（西部処理区：200㎡）の場合

①
９回
分割

②
一括 全納期一括

納期
年度

第１期
（７月末日）

第２期
（10月末日）

第３期
（1月末日） 年度計

初年度

２年度

３年度

４年度

－ 　

5,500円

5,500円

5,500円

－ 　

5,500円

5,500円

5,500円

6,000円

5,500円

5,500円

－ 　

6,000円

16,500円

16,500円

11,000円

50,000円

上下水道
サービス課

受 益 者

６．申告から納付までの流れ

７．負担金の納付方法は……

◎納付場所
　松山市役所支所・泊出張所・河中出張所・出口出張所、指定の金融機関（納入通知書裏面に記載しています。）

◎口座振替
　口座振替を希望される方は担当へご連絡ください。口座振替依頼書をお送りします。（※分担金は、口座振
替できません）
●月の20日までにお手続きいただくと、翌月以降の期別から口座振替となります。
●初回分（分割１回目）と一括納付は口座振替できません。
●口座振替日は、第１期　７月末日／第２期　10月末日／第３期　翌年１月末日です。（金融機関の休業日
の場合は、翌営業日が口座振替日になります。）

◎滞納した場合
　督促を受けた者がその指定する期限までに負担金を完納しな
かったときは、国税滞納処分の例により、滞納処分を受けること
になります。

詳しくは………
　上下水道サービス課　負担金担当

☎089-948-6531
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下水道の使用料
　下水道には、街を雨水などの浸水から守る役割と、家庭や工場などから出る汚水をきれいな水
に処理して川や海に戻し、美しい水環境を守っていく役割があります。
　汚水の処理にかかる費用は、その恩恵を受けることができる下水道使用者の皆さまからの使用
料でまかなっていくという「受益者負担の原則」があります。

１．下水道使用料を納めていただく方は……
　家庭や工場などから汚水を公共下水道に流される方は、全て対象になります。
　なお、公共下水道に接続される際には、必ず下水道の使用開始届を公営企業局に提出
してください。

２．水道水以外の水（井戸水・簡易水道など）を使用して下水道を使用している方へ……
　以下のようなときは、下水道使用料の変更・精算が生じることがありますので、直ち
に、上下水道サービス課までご連絡をお願いします。
（１）井戸水や簡易水道などを使い始めるとき、やめるとき
（２）転入・転出・出生などで使用人数が変わるとき
（３）使用目的（営業用⇔個人用）が変わるとき

３．下水道使用料の計算方法は……
　水道水や、水道水以外の水（井戸水、簡易水道など）の１か月ごとの排出量をもとに
計算します。

（１）まず、お使いの水に応じた汚水の排出量を算出します。

水道水のみをお使いの方

水道水と水道水以外の水を
併用してお使いの方

水道水以外の水（井戸水・簡易
水道など）のみをお使いの方

水道水の使用量が排出量となります。

例えば、
水道水を２か月で40㎥ご使用の場合
１か月分の排出量は20㎥（＝40㎥÷２か月）
２か月分の排出量は40㎥
となります。

使用人数 H28年度〜

１人 8（4）㎥

２人 14（7）㎥

３人 20（10）㎥

４人 25（12）㎥

５人 30（15）㎥

６人 35（17）㎥

７人 40（20）㎥

水道水の使用量と使用人数に応じた別表（　）内の
認定水量の合計が排出量となります。

例えば、
水道水を２か月で20㎥と水道水以外の水を
４人でご使用の場合
１か月分の排出量は22㎥
（水道水20㎥÷２か月＋水道水以外12㎥）
２か月分の排出量は44㎥
（水道水20㎥＋水道水以外12㎥×２か月）
となります。

【別表】水道水以外の水の認定水量（１か月分）
注１）この表の（　）内は、水道水と併用

する場合の認定水量です。
注２）３人を超える場合は、３人の水量に

１人当たり５㎥を加算します。なお、
水道水と併用する場合はその１／２
（端数切捨て）となります。

注３）上野処理区及び農業集落排水処理施
設（大浦地区の一部）を利用の場合は、
算定方法が異なります。詳しくは、
お問い合わせください。

使用人数に応じた別表の認定水量が排出量とな
ります。

例えば、
４人でご使用の場合
１か月分の排出量は25㎥
２か月分の排出量は50㎥（25㎥×２か月）
となります。
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（２）次に、汚水の排出量に応じて下水道使用料を計算します。

種　類 月額基本
使用料

従　量　使　用　料
段階 汚水排出量 １㎥につき

一　般

汚　水
1,085円

１ 1㎥　〜　 10㎥ 33円
２ 11㎥　〜　 20㎥ 197円
３ 21㎥　〜　 30㎥ 220円
４ 31㎥　〜　 50㎥ 227円
５ 51㎥　〜　 100㎥ 245円
６ 101㎥　〜　 250㎥ 249円
７ 251㎥　〜　 500㎥ 264円
８ 501㎥　〜　1000㎥ 279円
９ 1001㎥　〜　 295円

公衆浴場
汚水 1,085円 １㎥につき 31円

種　類 段階 汚水排出量 使　用　料　速　算　式

一　般

汚　水

１ 1㎥　〜　 20㎥ 33円…×…汚水排出量（㎥）＋　 2,170円
２ 21㎥　〜　 40㎥ 197円…×…汚水排出量（㎥）−　 1,110円
３ 41㎥　〜　 60㎥ 220円…×…汚水排出量（㎥）−　 2,030円
４ 61㎥　〜　 100㎥ 227円…×…汚水排出量（㎥）−　 2,450円
５ 101㎥　〜　 200㎥ 245円…×…汚水排出量（㎥）−　 4,250円
６ 201㎥　〜　 500㎥ 249円…×…汚水排出量（㎥）−　 5,050円
７ 501㎥　〜……1,000㎥ 264円…×…汚水排出量（㎥）−　12,550円
８ 1,001㎥　〜……2,000㎥ 279円…×…汚水排出量（㎥）−　27,550円
９ 2,001㎥　〜　 295円…×…汚水排出量（㎥）−　59,550円

①使用料表を用いて計算する方法

②速算表を用いて計算する方法

使用料表（１か月分）

使用料速算表（２か月分）

例えば
一般汚水の排出量が20㎥/月の場合

　①基本使用料…1,085円
　②従量使用料…2,300円
　　・第１段階＝330円（33円×10㎥）
　　・第２段階＝1,970円（197円×10㎥）
　①＋②…月額3,385円

２か月分は6,770円（3,385円×２か月）と
なります。

例えば
一般汚水の排出量が２か月で40㎥の場合、速算表の第２段階（21㎥〜40㎥）に該当しますので
197円×40㎥（汚水排出量）−1,110円＝6,770円
※上野処理区及び農業集落排水処理施設（大浦地区の一部）利用の場合は、計算方法が異なります。詳しく
は、お問い合わせください。

４．下水道使用料のお支払い方法は……
　２か月ごとの検針日に、２か月分をまとめて算定します。お支払い（請求）は検針日
の翌月となります。なお、水道をご利用の場合は、水道料金と合わせてお支払いいただ
きます。

　安全・便利な口座振替納付をおすすめします。
　なお下水道に接続される以前から水道料金を口座振替にされている方は、自動的に
下水道使用料も合わせて口座振替となります。（振替申込書は金融機関窓口にあります）

　送付される納入通知書で、期日までに公営企業局指定の金融機関などの窓口やコン
ビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでお支払いください。

口座振替

自主納付



− 15 −

水量
㎥ 水道料金 下水道

使用料 合　計 水量
㎥ 水道料金 下水道

使用料 合　計

0 1,980 2,170 4,150 50 8,750 8,970 17,720
1 2,036 2,203 4,239 51 8,991 9,190 18,181
2 2,092 2,236 4,328 52 9,232 9,410 18,642
3 2,148 2,269 4,417 53 9,473 9,630 19,103
4 2,204 2,302 4,506 54 9,714 9,850 19,564
5 2,260 2,335 4,595 55 9,955 10,070 20,025
6 2,316 2,368 4,684 56 10,196 10,290 20,486
7 2,372 2,401 4,773 57 10,437 10,510 20,947
8 2,428 2,434 4,862 58 10,678 10,730 21,408
9 2,484 2,467 4,951 59 10,919 10,950 21,869
10 2,540 2,500 5,040 60 11,160 11,170 22,330
11 2,596 2,533 5,129 61 11,427 11,397 22,824
12 2,652 2,566 5,218 62 11,694 11,624 23,318
13 2,708 2,599 5,307 63 11,961 11,851 23,812
14 2,764 2,632 5,396 64 12,228 12,078 24,306
15 2,820 2,665 5,485 65 12,495 12,305 24,800
16 2,876 2,698 5,574 66 12,762 12,532 25,294
17 2,932 2,731 5,663 67 13,029 12,759 25,788
18 2,988 2,764 5,752 68 13,296 12,986 26,282
19 3,044 2,797 5,841 69 13,563 13,213 26,776
20 3,100 2,830 5,930 70 13,830 13,440 27,270
21 3,262 3,027 6,289 71 14,097 13,667 27,764
22 3,424 3,224 6,648 72 14,364 13,894 28,258
23 3,586 3,421 7,007 73 14,631 14,121 28,752
24 3,748 3,618 7,366 74 14,898 14,348 29,246
25 3,910 3,815 7,725 75 15,165 14,575 29,740
26 4,072 4,012 8,084 76 15,432 14,802 30,234
27 4,234 4,209 8,443 77 15,699 15,029 30,728
28 4,396 4,406 8,802 78 15,966 15,256 31,222
29 4,558 4,603 9,161 79 16,233 15,483 31,716
30 4,720 4,800 9,520 80 16,500 15,710 32,210
31 4,882 4,997 9,879 81 16,767 15,937 32,704
32 5,044 5,194 10,238 82 17,034 16,164 33,198
33 5,206 5,391 10,597 83 17,301 16,391 33,692
34 5,368 5,588 10,956 84 17,568 16,618 34,186
35 5,530 5,785 11,315 85 17,835 16,845 34,680
36 5,692 5,982 11,674 86 18,102 17,072 35,174
37 5,854 6,179 12,033 87 18,369 17,299 35,668
38 6,016 6,376 12,392 88 18,636 17,526 36,162
39 6,178 6,573 12,751 89 18,903 17,753 36,656
40 6,340 6,770 13,110 90 19,170 17,980 37,150
41 6,581 6,990 13,571 91 19,437 18,207 37,644
42 6,822 7,210 14,032 92 19,704 18,434 38,138
43 7,063 7,430 14,493 93 19,971 18,661 38,632
44 7,304 7,650 14,954 94 20,238 18,888 39,126
45 7,545 7,870 15,415 95 20,505 19,115 39,620
46 7,786 8,090 15,876 96 20,772 19,342 40,114
47 8,027 8,310 16,337 97 21,039 19,569 40,608
48 8,268 8,530 16,798 98 21,306 19,796 41,102
49 8,509 8,750 17,259 99 21,573 20,023 41,596

※水道料金は、松山地区の一般用のメーター口径13・20mmの金額です。
※下水道使用料は、水道のメーター口径に関係なく水量に応じて計算されます。
※水道料金は令和５年４月１日、下水道使用料は令和元年10月１日付の改定金額です。
※上野処理区及び農業集落排水処理施設（大浦地区の一部）の使用料は、
　この表とは異なります。

水道料金・下水道使用料　早見表（２か月水量）
（一般用：メーター口径13・20mm） ※ 単位：円（税込）

詳しくは………
上下水道サービス課　使用料担当

☎089-948-6530
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公共ますの設置について
　公営企業局が行う、下水道本管工事完了後の公共ますの設置は原則自己負担ですが、 
特別な理由がある場合に限り、公営企業局に公共ますの設置を申請できます。

１．公共ます設置を申請できる特別な理由とは……
　以下に該当するものについては、下水道本管工事完了後でも申請できます。
　○現況が農地である。（ただし、転用後は５年以内に申請をすること）
　○本管工事の時に、立地条件により、公共ますの設置ができていない土地。
　（※詳細は、直接お問い合わせください。）

２．申請書類は……
　⑴　宅内ます設置申請書（第29号様式）
　⑵　位置図、平面図
　⑶　その他、市が必要とする書類

　この制度は、公共下水道への入口となる宅内ますを自己負担で設置する際に、工事による
経済的負担を考え、無利息で設置資金を貸し付けるものです。
　※ 公共下水道への接続工事が伴わない場合は利用できません。

１．限　度　額　　　土地1か所につき60万円（工事費用の範囲内で１万円未満の端数は切り捨て）
２．利　　　息　　　無利息
３．返　　　済　　　貸付を受けた翌月から毎月１万円の元金均等償還（口座引落はできません）

貸付後に郵送する納付書にて、松山市役所の支所・出張所（北条４出張所を除く）
または公営企業局指定の金融機関の窓口にて直接支払って頂きます。

４．貸付を利用できる方
⑴　宅内ますを設置する土地の所有者であること。
⑵　設置した宅内ますを「公共ます」として寄付すること。
⑶　市県民税、固定資産税及び受益者負担金を滞納していないこと。
⑷　連帯保証人（１名…松山市民で、市県民税または固定資産税のいずれか一方を課税され、かつ滞納し

ていない個人の方）がいること。※法人は、連帯保証人になれません。
５．必要な書類
⑴　申　込　人…印鑑登録証明書、納税証明書（市県民税および固定資産税の両方）

※市県民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要
⑵　連帯保証人…印鑑登録証明書、納税証明書（市県民税または固定資産税のいずれか一方）

※市県民税の非課税証明書は不可
６．手続き方法など

※申込みの手続きは、排水設備の工事確認申請書も
　同時に提出が必要です。
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詳しくは………

下水道管理課　私道・桝工事受付担当
☎089-948-6457

詳しくは………
下水道管理課　私道・桝工事受付担当

☎089-948-6457
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詳しくは………

下水道管理課　私道・桝工事受付担当
☎089-948-6457

左図の場合は２戸になります。
　Ｃ＋Ｄ＝２戸
※Ａ,Ｂについては、公道に面して
　いるため、戸数に含みません。

私道への公共下水道の敷設
　処理区域内の私道に下水道を敷設する場合は、原則として使用される皆さまの費用で敷
設していただかなくてはなりません。
　しかし、一定の要件を満たす場合は、申請により公営企業局が私道に公共下水道を敷設
します。

１．要件は……
　⑴　私道の両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること。（公道に通

じることとなる確実な見込みがあると公営企業管理者が認めた場合を含む。）
　⑵　私道の幅員が1.5ｍ以上あって、公共下水道を敷設することが可能であること。
　⑶　処理区域内に存在し、又は処理区域に面する道路であること。（処理区域内に存在し、

又は処理区域に面することとなる確実な見込みがあると公営企業管理者が認めた場
合を含む。）

　⑷　当該私道に、下水道の敷設を希望する者が居住する家屋で公道に面していないも
のが２戸以上あり、その10分の８以上が下水道を使用するための排水設備を速や
かに設置することが明らかであること。

　⑸　私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。
　⑹　下水道事業の受益者負担金、分担金又は区域外接続協力金を滞納しないこと。

２．申請書類は……
　⑴　下水道敷設申請書（第1号様式）………1部
　⑵　私道敷使用貸借契約書（第2号様式）………2部
　⑶　下水道敷設希望者名簿（第3号様式）………1部
　⑷　私道の所有者を明らかにする公図の写しおよび私道の全部事項証明書………1部
　⑸　その他、公営企業局が必要とする書類………1〜2部
　　　（注意）下水道敷設申請書には、願出人および私道関係者（土地所有者、建物所有者、
　　　　　　……居住者）全員の連署が必要です。

 （例）敷設希望者の区画図
　………………（戸数の数え方について、疑問がある場合はご相談ください。）

− 17 −
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　処理区域内の私道（処理区域に面するものを含む）に公営企業局が公共下水道を敷設す
るには、私道への公共下水道敷設申請（以下「私道申請」）をしていただかなくてはなりま
せん。しかし、私道所有者の所在が不明等の理由により承諾が得られないことから、私道
申請ができない場合は、使用される皆さまが費用を負担して排水設備を設置しなければな
りません。
　この制度は、私道申請ができず、住民の皆さまが共同排水設備を自費で施工する場合に
おいて、その工事費に対して上限を定めて助成し、住民負担の軽減を図るものです。

１．共同排水設備とは……
　第１接続ます（宅内排水設備との接点となるます）から公共下水道に至るまでの
排水設備のことです。

（下図鎖線部分）
※第１接続ますまでの宅内排水設備の改造工事は含みません。

２．助成対象者は……
　私道に面する建築物の所有者です。
　（ただし、当該建築物に係る土地に賦課される下水道事業の受益者負担金、分担金
又は区域外接続協力金を滞納しないこと。）

私道に共同排水設備を設置する方に
公営企業局が助成します

〈私道共同排水設備設置助成金交付のご案内〉

汚
水
管

公
道

民
地

雨
水
管

私道

助成対象

第１接続ます
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３．要件は……
　助成金の交付の対象となる事業は、私道に共同排水設備を設置（延長又は更新する場合
を含む。以下同じ。）する事業で、次に掲げる要件を全て満たさなければいけません。

⑴…私道の両端又は一端が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。（公道に通じ
ることとなる確実な見込みがあると公営企業管理者が認めた場合を含む。）

⑵…私道の幅員が1.5m以上あって、共同排水設備を施設することが可能であること。
⑶…処理区域内に存在し、又は処理区域に面する道路であること。（処理区域内に存在し、又
は処理区域に面することとなる確実な見込みがあると公営企業管理者が認めた場合を含
む。）

⑷…私道に面する建築物（公道に面していないものに限る。）が２戸以上あること。
⑸…⑷による建築物のうち、共同排水設備の設置完了後速やかに宅内排水設備を設置するもの
が10分の８以上あること。

⑹…次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア　私道の所有者が所在不明であることから承諾を得ることができない場合　申請者

が、共同排水設備の設置によって生じる問題を自らの責任において処理することを
誓約していること。

イ　私道の所有者が共同排水設備の設置に反対していることから承諾を得ることができ
ない場合　申請者が、当該私道を使用する権原を有していることを証する裁判所の
確定判決その他これに準じる債務名義を有するとともに、共同排水設備の設置に
よって生じる問題を自らの責任において処理することを誓約していること。

４．助成回数は……
同一区間の私道につき１回限りです。

５．助成金額は……
　

６．助成の申請書類は……
⑴…私道共同排水設備設置工事施行承認申請書（様式第１号）
⑵…私道共同排水設備設置助成金申請者名簿兼代表者委任状（様式第２号）
⑶…土地使用承諾書（様式第３号）
⑷…その他公営企業管理者が必要と認める書類

※詳細な説明をいたしますので、必ず事前にご相談ください。

助　成　対　象 助　　成　　額

共同排水設備の設置に要した経費
（消費税及び地方消費税を含む。）

公営企業局が別に算出する
標準経費額の２／３以内の額

（1,000円未満の端数は切り捨て）

詳しくは………

下水道管理課　私道・桝工事受付担当
☎089-948-6457
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公共下水道要望制度について
　公共下水道の工事施行箇所は、公営企業局が経済性や工事難易度を考慮して決定してい
ますが、公共下水道を利用したい市民の皆さまが、出来るだけ早く利用できるように要望
制度を設け、費用対効果が得られれば、要望のあった路線について優先的に整備計画に反
映していくようにするものです。

１．要件は……
敷設について
　事業計画の予定処理区域内の公道で
　⑴…両端又は一端が下水道の敷設されている公道に面する公道であること。
　⑵…幅員が4.0m以上あって、下水道を敷設することが可能であること。
　⑶…処理区域内に存在し、又は処理区域に面する道路であること。
申請について
　⑴…当該道路上に、下水道の敷設を希望する者が居住する家屋が10戸以上あり、その

10分の８以上が下水道を使用するための排水設備を速やかに設置することが明ら
かであること。

　⑵…公共下水道敷設延長10m当り１戸以上、下水道の敷設を希望する者が居住する家
屋が存在すること。

　⑶…下水道事業の受益者負担金、分担金又は区域外接続協力金を滞納しないこと。
※詳細につきましては、直接お問い合わせください。

２．申請書類は……
　⑴…下水道敷設要望書（第１号様式）
　⑵…下水道敷設希望者名簿（第２号様式）
　⑶…位置図、公図、道路部分の全部事項証明書
　⑷…その他公営企業管理者が必要と認める書類

３．申請からの流れ……
　

※早急な下水道整備の実施を確約するものではありません。

下水道
敷設要望書

提出

施工可能要望書審査
現地調査

優先度に応じて
順次、公共下水道の

整備を実施

詳しくは………

下水道整備課
☎089-948-6541・6543
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◆台所では
　野菜くずやご飯の
残り、天ぷら油やサ
ラダ油などの食用廃
油などを流さないで
ください。特に油は
処理の負担になりま
す。また、固まると管の詰まりの原因になります。
　単体型ディスポーザ（食品くず処理機）は、
下水処理場が過負荷となったり、節水効果が下
がったりしますので、使用を禁止しています。

◆水洗便所では
　トイレットペーパー以外の紙やタバコやガム
などの異物は、詰まりの原因となるため流さな
いでください。

◆マンホール蓋や道路の排水溝
　詰まりの原因になりますので、土砂や廃油、
木片などの廃棄物
を捨てないでくだ
さい。
　マンホール蓋は
むやみに開けない
でください。

◆危険物は流さない
　揮発性の高い危険物（ガソリン、シンナー、余っ
た灯油、塗料、アルコール類など）は、大爆発
を起こす原因に
なります。

下水道の使い方にご注意を！
　下水道は、何でも流していいわけではありません。下水道は、自然や私たちの生活環境
を良くするための公共の財産です。一人ひとりが正しく使いましょう。

防臭ます

止水栓

宅内の排水設備も定期点検を…
中間ます トイレ防臭ます

　風呂、台所からの汚水が流れ出ると
ころに、防臭ますがあります。パイプの
一方が水に浸かって悪臭が部屋に入る
のを防ぎます。
　防臭ますの中にゴミがたまると悪臭
が発生しますので、ますの中に付着して
いるゴミ、汚物を取り除いてください。
防臭ますは、月１回程度掃除しましょう。

　古くなると、ビニールパイプと
モルタルの継ぎ目から、漏水した
り、木の根が出たりすることがあ
ります。定期的に点検し、異常が
あれば、指定工事店に修理を依頼
してください。

　使っていないのに水洗トイレの水が、
いつもチョロチョロ流れている場合は「漏
水」です。これはタンク内の部品が故障
しているのが原因だと考えられます。図
の点線で囲んだ部分に水を止める装置
がありますから、これを閉めて水を止め
たうえ、指定工事店に修理を依頼してく
ださい。



− 23 −

 

面
　
積（
ha
）

人
　
口（
人
）

面
　
積（
ha
）

人
　
口（
人
）

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

公
共
下
水
道
の
整
備
計
画

公
共
下
水
道
の
整
備
計
画

上
野
処
理
区

上
野
処
理
区

西
部
処
理
区

西
部
処
理
区

中
央
処
理
区

中
央
処
理
区

北
部
処
理
区

北
部
処
理
区

中
央
浄
化
セ
ン
タ
ー

中
央
浄
化
セ
ン
タ
ー

北
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

北
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

凡
　
　
　
　
例

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区

上
野
処
理
区

全 体 計 画 区 域

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区

上
野
処
理
区

事 業 計 画 区 域

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区
北
条
処
理
区

上
野
処
理
区

計

3,
46
4.
2

25
8,
06
0

2,
35
4.
0

13
0,
30
0

53
1.
9

22
,0
40

58
8.
2

16
,8
00

5.
1

32
6

6,
94
3.
4

42
7,
52
6

3,
21
9.
6

24
9,
10
0

2,
13
4.
4

12
4,
72
0

39
9.
1

16
,4
80

58
8.
2

18
,6
40

5.
1

33
8

6,
34
6.
4

40
9,
27
8

全 体 計 画

区 　 　域
事 業 計 画

区 　 　域

− 22 −



− 23 −

 

面
　
積（
ha
）

人
　
口（
人
）

面
　
積（
ha
）

人
　
口（
人
）

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

公
共
下
水
道
の
整
備
計
画

公
共
下
水
道
の
整
備
計
画

上
野
処
理
区

上
野
処
理
区

西
部
処
理
区

西
部
処
理
区

中
央
処
理
区

中
央
処
理
区

北
部
処
理
区

北
部
処
理
区

中
央
浄
化
セ
ン
タ
ー

中
央
浄
化
セ
ン
タ
ー

北
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

北
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

凡
　
　
　
　
例

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区

上
野
処
理
区

全 体 計 画 区 域

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区

上
野
処
理
区

事 業 計 画 区 域

中
央
処
理
区

西
部
処
理
区

北
部
処
理
区
北
条
処
理
区

上
野
処
理
区

計

3,
46
4.
2

25
8,
06
0

2,
35
4.
0

13
0,
30
0

53
1.
9

22
,0
40

58
8.
2

16
,8
00

5.
1

32
6

6,
94
3.
4

42
7,
52
6

3,
21
9.
6

24
9,
10
0

2,
13
4.
4

12
4,
72
0

39
9.
1

16
,4
80

58
8.
2

18
,6
40

5.
1

33
8

6,
34
6.
4

40
9,
27
8

全 体 計 画

区 　 　域
事 業 計 画

区 　 　域

小規模下水道
（大浦地区農業集落排水処理施設）

浅海地区
特定環境保全公共下水道

凡　　　例

公共下水道
【事業計画区域】

（特定環境保全公共下水道を含む）

公共下水道
【全体計画区域】

小規模下水道
（農業集落排水処理施設）

北条処理区
（小規模下水道を含む）

北条浄化センター
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Ｑ＆Ａ
Ｑ１：下水道を使用するための工事は、いつからできますか？

A１：供用開始日から、下水道への接続工事をしていただくことができ 
ます。（供用開始日は事前に文書でお知らせいたします。）

Ｑ２：下水道の接続義務は？

A２：原則、建物の所有者に義務付けられています。

Ｑ３：下水道への接続期限は？

A３：浄化槽の場合は供用開始日から３か月です。くみ取り便所の場合は
３年です。

Ｑ５：宅内排水設備の工事はどこに頼めばいいのですか？

A５：宅内排水設備の工事には専門的な知識と技術が必要ですので、必ず
公営企業局指定の『指定工事店』（26ページ）に依頼してください。

Ｑ４：宅内排水設備とは？

A４：トイレ・風呂・台所など、排水の流し口から公共ますまでの宅地内の
排水管、ますなどのことをいいます。
この排水設備の設置、維持・管理は、原則、建物所有者が行います。

Ｑ６：宅内排水設備の工事費用にどれくらいの費用が必要ですか？

A６：敷地や家屋の広さ、水回りの位置や公共ますまでの距離、現在の排
水管の状況などのほか、使用資器材の材質によって金額は変わります。
詳しくは『指定工事店』にご相談ください。

Ｑ７：宅内排水設備の工事費の支援制度はありますか？

A７：くみ取り便所や浄化槽から公共下水道へ接続工事を行う際に、無利
息の貸付制度があります。
詳しくは８ページをご覧ください。
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Ｑ９：受益者負担金を納める人は？

A９：原則、土地の所有者です。

Ｑ10：下水道の使用料はどれくらい必要ですか？

A10：使用した上水道の水量に応じてかかります。詳しくは15ページの
下水道使用料早見表をご覧ください。

Ｑ11：井戸水・簡易水道を使用しているのですが？

A11：各家庭の居住している人数で１か月の汚水排出量を決めています。
詳しくは13 ～ 14ページをご覧ください。

Ｑ８：下水道の受益者負担金とは？

A８：下水道が整備された土地の所有者（建物のない土地なども含む）な
どから建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金 

【一度限りの賦課】です。詳しくは11～12ページをご覧ください。

Ｑ12：私道への公共下水道について？

A12：下水道の使用できる区域で私道に面した家屋の場合は、原則として
使用される皆さまの費用で下水道管の工事をしていただかなくて
はなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により公営企業
局が私道に公共下水道管の工事をします。詳しくは17ページをご
覧ください。

Ｑ13：下水道が詰まった場合はどうすればいいですか？

A13：下水道が詰まった場所によって対応方法が異なります。
宅内排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者（排
水管詰まり清掃業）にご依頼ください。（４ページの宅内排水設備
図参照）公共下水道部分が詰まった場合は、下水道管理課　維持・
普及担当（電話089-948-6489）にご連絡ください。
※市内中心部の合流式区域では、宅内ますや取付管は個人財産で、宅内排水設備
と同様に個人管理となります。この区域では公営企業局の管理は本管のみです。
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登録番号 工　事　店　名　称 電話番号 給水装置 住　　　所 校区

000 □□□□□（株） 000-0000 ○ □□□□□□□□□□ 番町

000 □□□□□ 000-0000 ○ □□□□□□□□□□ 東雲

000 （有）□□□□□ 000-0000 ○ □□□□□□□□□□ 八坂

000 □□□□□（株） 000-0000 ○ □□□□□□□□□□

000 （有）□□□□□ 000-0000 ○ □□□□□□□□□□

000 （株）□□□□□ 000-0000 ○ □□□□□□□□□□

000 （有）□□□□□ 000-0000 ○ □□□□□□□□□□

素鵞000 □□□□□ 000-0000 　 □□□□□□□□□□

000 （株）□□□□□ 000-0000 　 □□□□□□□□□□

松山市下水道排水設備工事
指定工事店名簿

349社（令和５年７月現在）

〈名簿の見方〉

お近くの工事店を見付けやすいように地区順に掲載していますが、

お住まいの地区に関係なく、工事店をお選びいただくことができます。

　「給水装置」欄の○印は、上水道の「給水
装置工事事業者」の資格を併せて取得してい
る工事店です。

　くみ取りトイレの改造工事は、上水道
の増設を伴うため、この資格を取得して
いる工事店でないと施工できません。

指定工事店以外で工事を施工することは、違法工事として
処罰の対象となりますのでご注意ください。

排水設備工事は必ず指定工事店で！

※「給水装置」欄の○印は、上水道の「給水装置工事事業者」の資格を併せて取得してい
る工事店です。くみ取りトイレの改造工事は上水道の増設を伴うため、この資格を取得
している工事店でないと施工できません。

※選定にあたっては、複数の工事店に見積りを依頼して比較検討することをお勧めします。
その際、見積料が必要となる場合がありますので事前にご確認ください。（公営企業局
で工事店をあっ旋することはできません。）

※お近くの工事店を見付けやすいように校区順に掲載していますが、お住まいの校区に関
係なく、工事店をお選びいただくことは可能です。

37ページ以降に
五十音順の

索引があります



− 27 −

登録番号 工　事　店　名 電話番号 給水装置 住　　　所 校区

236 愛生創工 ９３４－０５０５ ○ 松山市西一万町４番地１１ 東雲
9 （有）須賀ポンプ商会 ９２１－２３４７ ○ 松山市北立花町９番地３ 八坂
75 三坂設備工業（株） ９３１－１３４７ ○ 松山市小坂四丁目１９番１１号

85 （有）八倉水道工業所 ９４５－８４８４ ○ 松山市立花六丁目４番２３号

88 （株）大塚水道 ９４３－５１１１ ○ 松山市中村四丁目１３番３９号

315 （有）黒川工業 ９４１－２２４９ ○ 松山市拓川町７番１１号

475 （株）都クリーン ９４３－２６５６ × 松山市小坂五丁目１４番１６号 素鵞
515 真源 ９４１－７１３６ × 松山市日の出町２番２７号

588 トモ設備 ９２１－０１５０ ○ 松山市立花四丁目１番１２号

673 Ｎ・Ｓサービス ９０４－６０５４ ○ 松山市中村四丁目４番７号

691 ヤマノ水道 ９１６－９７３４ ○ 松山市立花三丁目６番９号

91 （有）大協設備商会 ９４３－０１６７ ○ 松山市小栗七丁目１３番２２号

109 （有）和泉水道工業所 ９４５－１２７５ ○ 松山市竹原四丁目９番１３号

195 （有）小椋設備工業 ９４７－０４４０ ○ 松山市竹原四丁目９番９号

216 （有）寿土建 ９７３－５２９７ × 松山市土居田町３１４番地３

281 藤ホーム・テック ９０６－１６２３ ○ 松山市小栗四丁目１番２８号

334 コースイ設備工業 ９７２－３５８８ ○ 松山市土居田町７２６番地３

335 （株）髙都組 ９７１－８１６３ × 松山市土居田町７１７番地８
雄郡

347 （有）城市組 ９４３－２２４４ × 松山市小栗七丁目３番３６号

369 KOEIエンジニアリング ９０７－８７８２ × 松山市土居田町１２０番地６

410 （有）昭英ガス ９７２－２４６７ ○ 松山市針田町２２９番地５

411 （有）ショーキシーユーシステム ９７２－６３６０ ○ 松山市針田町２０２番地１８

533 福岡住宅設備 ９７２－１０１９ ○ 松山市土居田町５５７番地

597 （株）建栄設備工業 ９７３－０９６０ ○ 松山市針田町２４３番地１

620 （株）ひがし ９２１－１５５１ ○ 松山市藤原一丁目４番２４号

37 （株）塩見配管 ９２１－３３３２ ○ 松山市三番町六丁目３番地１０

65 東洋水道（株） ９４５－６６４６ ○ 松山市南江戸一丁目１番１２号

92 有葵商會 ９２２－３８３７ ○ 松山市南江戸一丁目５番２号

227 武井住設 ９２４－７３６５ ○ 松山市南江戸六丁目４番９０号 新玉
412 関西住機（株） ９６１－４４６７ ○ 松山市宮田町１０７番地２

587 （株）栗林設備 ９０４－７２４２ ○ 松山市南江戸五丁目２番２１号

644 （株）松山生協 ９４６－１６１１ ○ 松山市三番町八丁目３２５番１

68 （有）古川水洗設備工業所 ９２５－５２６１ ○ 松山市萱町四丁目４番地１８

72 （株）四電工　愛媛支店 ９２５－１１０３ ○ 松山市六軒家町１番１３号

110 三和ダイヤ工業（株） ９２５－３８７６ ○ 松山市平和通五丁目６番地５ 味酒
165 （株）平和設備 ９４５－６０１７ ○ 松山市平和通五丁目１番地２０

167 （株）八木設備 ９２２－１６６９ ○ 松山市美沢二丁目３番６号

※松山市内の市外局番は「089」です。
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登録番号 工　事　店　名 電話番号 給水装置 住　　　所 校区

196 （有）カワハラ ９２４－４６７０ ○ 松山市木屋町二丁目４番地７

224 環境開発 ９２６－８１５２ × 松山市木屋町二丁目２番地３０

234 （有）ミカミ住設 ９２３－５２５９ ○ 松山市衣山三丁目６番１４号

313 （株）みずほ工業 ９３３－３１２４ ○ 松山市平和通六丁目３番地４

624 坂本工業 ９２３－５３７１ ○ 松山市朝日ヶ丘二丁目９番２８号 味酒
484 （株）ダイキアクシス ９２７－２２２２ ○ 松山市美沢一丁目９番１号

492 西原総合設備 ９０７－６０４６ ○ 松山市味酒町二丁目９番地１４

599 （有）葉月建設 ９０７－３１９０ ○ 松山市衣山五丁目１４番地１９

661 松山市管工事業協同組合 ９２５－２０２３ ○ 松山市美沢二丁目７番４８号

18 （株）松原水道工業所 ９２２－８２２０ ○ 松山市山越一丁目８番７号

36 （株）友近工務店 ９２２－４４５３ ○ 松山市姫原二丁目５番３５号

53 （株）久保工業所 ９２３－０６２８ ○ 松山市山越一丁目１８番２号

63 松本水道工事（株） ９２４－４８５８ ○ 松山市山越三丁目５番３７号

177 （有）東水道工業 ９０４－６５１１ ○ 松山市木屋町三丁目１３番地８

200 （有）三愛設備工業 ９２４－７５９０ ○ 松山市山越六丁目１４番１号 清水
269 大森住設 ９２２－８１０２ ○ 松山市姫原二丁目３番６号

359 （株）三浦組 ９２４－６３５１ × 松山市山越四丁目４番２３号

395 山内設備工業所 ９２７－０５３１ ○ 松山市清水町一丁目８番１４号１０２

482 ミセスホーム（株） ９２６－０３０３ × 松山市山越五丁目８番１５号

653 （株）リュウ工業 ９２４－４７９７ ○ 松山市木屋町四丁目２番地２

61 （株）勝山水道工業所 ９７５－４４７７ ○ 松山市三町三丁目３番３４号

190 （有）伊藤設備 ９２１－５８６３ ○ 松山市樽味二丁目１番２号

223 （株）カトウ ９３３－７９００ ○ 松山市桑原三丁目１５番１１号

254 （有）ワセダ工業 ９７５－２２４６ ○ 松山市三町二丁目１２番１２号

312 神野設備 ９７０－６０３０ ○ 松山市畑寺四丁目５番８号

371 （有）エムエムライフテック ９２１－５０００ ○ 松山市桑原五丁目１０番２５号
桑原

421 （株）アクア ９３２－９８１０ ○ 松山市桑原七丁目５番２３号

523 （株）オトイ ９１０－１３２２ ○ 松山市東野一丁目８番２０号

584 越智設備 ９７５－６０３２ × 松山市畑寺四丁目２番４４号

612 （株）松村水道工業 ９０７－１４５５ ○ 松山市畑寺町丙８９番地２

635 （株）みや設備不動産 ９１６－４８７５ × 松山市東野四丁目１番１０号

669 松村設備 ０９０－５２７１－４６７９ ○ 松山市東野四丁目１０番２０号-１０１号

201 （有）湯築設備 ９７７－５４３３ ○ 松山市山田町１３８６番地６

241 （株）ＤＡＤ ９８９－７８１０ ○ 松山市道後樋又４番３０号 道後
344 （有）倉田ガスサービス ９４３－５７４３ ○ 松山市上市一丁目２番５３号

56 （株）福崎組 ９５１－０７３０ × 松山市大可賀二丁目３番１７号
味生

73 富士水道工業（有） ９７１－１３５５ ○ 松山市空港通三丁目８番３０号

※松山市内の市外局番は「089」です。
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182 （有）松山兄弟設備 ９５２－３９８９ ○ 松山市別府町４１６番地５

221 （有）石﨑設備 ９７２－７９６４ ○ 松山市北斎院町１１５６番地１５

255 菊池建設工業（株） ９５３－１２５６ × 松山市別府町６２０番地２

256 津田商会 ９５３－４７４７ ○ 松山市北斎院町８６７番地２

264 （有）ユニット商会 ９５２－８８８２ ○ 松山市別府町３番地２６

265 （株）環研エンジニアリング ９７３－５３３０ × 松山市空港通三丁目７番５号

293 味生建設（株） ９５１－１０９８ × 松山市別府町１５８番地４
味生

296 （株）伊予ブルドーザー建設松山支店 ９５１－０８８８ × 松山市北斎院町６３８番地８

372 （有）山内水道工業所 ９５３－０５８０ ○ 松山市別府町４８９番地７

503 （株）ヒロケンテクノス ９２６－１３２０ × 松山市山西町１３５８番地６３

509 （株）池田水道 ９８９－６４４０ ○ 松山市別府町３３９番地１

529 （有）リンク ９６８－９０２７ × 松山市北斎院町１１４１番地１

536 正栄設備工業（有） ９５３－０５０８ ○ 松山市北斎院町１２５０番地６

593 室設備 ９８９－５４０５ ○ 松山市北斎院町１００４番地６

209 （有）西野工務店 ９７３－８８１１ ○ 松山市久保田町３８８番地３

304 （株）森本　松山本社 ９７４－０１００ × 松山市南吉田町１００７番地１

356 崎山設備 ９７３－７４７３ ○ 松山市富久町５１５番地２棟１３号

414 藤田設備 ９７３－２２９５ ○ 松山市高岡町７３３番地２１

419 福山住設 ９７１－０９４３ ○ 松山市高岡町７３２番地１５
生石

487 ユウスイ住設 ９７３－８６７３ ○ 松山市南吉田町５２１番地２

562 （有）山内設備 ９７１－３９９６ ○ 松山市久保田町３１３番地４

657 土岐設備 ９２２－９８３８ ○ 松山市高岡町７８３番地５７

671 福岡水道 ９６５－２２０７ ○ 松山市南吉田町１０２８番地４

690 （株）マルタケ設備 ９７３－４１４６ ○ 松山市高岡町３９８番地１３

417 （株）弘成建設 ９７２－４６７１ × 松山市西垣生町２１６０番地１

592 （株）和田ガス ９７２－０５２２ ○ 松山市西垣生町１２２２番地 垣生
652 （有）三宝 ９７２－０９３７ × 松山市西垣生町９０７番地２

173 大野設備（有） ９５２－７２６８ ○ 松山市中須賀一丁目１７番２５号

206 （株）正和企画 ９５２－０７０７ ○ 松山市古三津三丁目６番４７号

210 四国設備工業 ９４３－８３５０ ○ 松山市桜ヶ丘９番１号－３

239 岡崎建設 ９７３－２８５５ × 松山市桜ヶ丘９番７号

263 松田兄弟設備 ９５３－３６５７ ○ 松山市古三津一丁目２番２１号
宮前

326 （株）山﨑水道 ９５２－５１１３ ○ 松山市ひばりヶ丘１０番２６号

520 （株）堀切産業 ９５２－７０１１ ○ 松山市内浜町７番６号

611 シフト（有） ９０７－６３８８ ○ 松山市中須賀二丁目５番１９号

614 林設備 ９５３－２９７９ × 松山市内浜町１７番１４号

619 臨海建設（株） ９５１－２３３２ ○ 松山市古三津六丁目６番３０号

※松山市内の市外局番は「089」です。
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660 （株）三千工業 ９５３－３５０７ ○ 松山市内浜町１４番１６号 宮前
123 （有）信栄水道工事 ９５２－３４５６ ○ 松山市須賀町２番３号

260 （株）ベネアス ９５２－５０６０ × 松山市三津三丁目２番３７号
三津浜

295 四國興建（株） ９５２－２５７９ × 松山市三津一丁目１１番２３号

524 村上設備松山 ９５２－４５８９ ○ 松山市元町２番２９号

19 （株）福田組 ９８９－９４１１ × 松山市高浜町一丁目１３９８番地２

502 （株）アラウンド ９５２－２２４４ ○ 松山市松ノ木一丁目２番５０号
高浜

504 （有）石﨑建設 ９５１－２３４８ × 松山市高浜町三丁目１４８０番地１

634 Water joint ９１６－６２２７ ○ 松山市高浜町一丁目１４４２番地７

12 （株）三枝工業 ９９７－８３７４ ○ 松山市安城寺町５２３番地３

89 高月水道工業所 ９２２－１６０１ ○ 松山市東長戸一丁目１０番４１号

117 （有）大下水道工業所 ９０８－９１１１ ○ 松山市安城寺町１４５６番地１

121 （株）大西工業 ９２５－７６７６ ○ 松山市西長戸町１８４番地１

149 愛媛冷暖房（株） ９１７－６０３３ ○ 松山市久万ノ台２２３番地３

187 （有）渡部設備 ９２５－６８１８ ○ 松山市鴨川三丁目１番４５号

225 （有）北垣設備 ９２７－２６４４ ○ 松山市西長戸町１０３番地５

229 （有）ディガー ９２７－２２４４ ○ 松山市安城寺町７０１番地１

230 （有）テラモト ９２６－７５５０ ○ 松山市安城寺町１３２番地４

282 共友工業（株） ９２３－７０７８ ○ 松山市久万ノ台９４１番地１
久枝

288 港産業（株） ９２３－０３１５ × 松山市東長戸四丁目５番３８号

339 （株）暁設備 ９４８－４４２３ ○ 松山市安城寺町２７８番地４

407 （有）川下設備 ９７９－００１７ ○ 松山市安城寺町１０６３番地１０

518 （有）東和開発 ９１７－９１１７ × 松山市久万ノ台乙２３７番地２

589 （有）二宮ガス ９２５－３８３６ ○ 松山市久万ノ台９４６番地６

596 （株）レオ工業 ９８９－７３４７ ○ 松山市安城寺町１７３７番地６

600 エムズ設備 ９２７－０２８２ ○ 松山市東長戸二丁目９番１２号

615 （株）フジセキュリティ ９２２－５８８１ × 松山市問屋町２番１号

670 （株）愛賢 ９０４－４２７３ ○ 松山市東長戸二丁目６番２８号

686 濱本設備 ９０９－６４４６ ○ 松山市東長戸三丁目９番３１-１号

20 （株）HOKKO ９７８－０６４６ × 松山市志津川町67番地１

30 重松兄弟設備（株） ９７８－２０１１ ○ 松山市谷町甲７８番地１

93 徳寿工業（株）松山支店 ９７９－０１８８ ○ 松山市谷町１００番地２

357 （有）リビングセンター ９２２－５２００ ○ 松山市鴨川一丁目５番３４号
潮見

381 （有）友近環境整備商会 ９２４－８３４０ ○ 松山市吉藤三丁目１０番３６号

542 （株）ユメイ ９８９－９７７２ ○ 松山市平田町４３９番地５

581 久保設備 ９７９－６４２０ ○ 松山市吉藤四丁目６番１８号

685 （株）光南設備 ９７８－４６７６ ○ 松山市谷町１７４番地

※松山市内の市外局番は「089」です。
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106 （有）上設工業 ９９２－９９２７ ○ 松山市馬木町３０４番地３

114 （有）矢野設備 ９７８－１３５８ ○ 松山市馬木町５９番地１

153 山本設備（株） ９７９－３４６０ ○ 松山市太山寺町２２８９番地４

235 （有）芳之内設備 ９７９－４４６７ ○ 松山市勝岡町３０番地７

244 （有）西部設備工業 ９７８－６３７５ ○ 松山市勝岡町２５３番地
和気

309 （株）共同建設工業 ９７８－４６７７ ○ 松山市勝岡町２２１番地

311 （株）松山土木工業 ９６０－４８４８ ○ 松山市太山寺町９１５番地

324 松本建設 ９７９－２３１４ ○ 松山市勝岡町７６番地５

483 （株）アイテック ９５４－３２５１ × 松山市和気町一丁目３０７番地１

639 水族管 ９７８－３８９６ ○ 松山市和気町一丁目１９２番地１

163 堀江水道工業所 ９７８－１２８５ ○ 松山市堀江町甲８７７番地

185 （株）木田産業 ９７８－０１２９ ○ 松山市堀江町甲１７７３番地１

507 ウォーターガードサービス（株） ９６０－４８１１ ○ 松山市堀江町甲４７６番地１１

527 （株）本田建設工業 ９９４－８８９１ × 松山市福角町７８６番地

553 （有）エヌディー ９７９－２５５８ ○ 松山市堀江町甲１３１４番地２１ 堀江
601 なごみ住設 ９８９－７８６１ ○ 松山市堀江町甲１３９６番地２

621 （有）来嶋建設 ９７８－１９５０ × 松山市堀江町甲２０４５番地３

677 （有）ナルサ ９７９－０３１４ × 松山市福角町甲９４７番地

680 （株）ヴェルト ９０８－９９１９ ○ 松山市堀江町甲２０３１番地

131 新山水道工業（有） ９７１－８０６３ ○ 松山市保免中一丁目２番８号

168 （株）ホーム設備 ９７３－６８９５ ○ 松山市余戸中二丁目２番１号

170 中川水道 ９３２－８１３３ ○ 松山市保免上二丁目９番５号

186 愛媛日化サービス（株） ９７１－２２３０ ○ 松山市保免西二丁目３番１１号

253 八坂建設（株） ９５６－２４６６ ○ 松山市市坪南二丁目１６番３２号
余土

337 （株）宝永建設 ９７１－８５５８ × 松山市余戸中三丁目５番４０号

343 （有）泉設備 ９７１－８３１７ ○ 松山市余戸西四丁目４番２１号

495 モリエンジニア ９６５－１２３６ ○ 松山市余戸中二丁目１５番２３号

641 （株）エコテク四国営業所 ９１３－１６１８ ○ 松山市保免上一丁目８番３０号

672 （株）プラミング ９９４－６９５２ ○ 松山市保免中二丁目３番８号

74 （有）今井設備工業 ９７０－５０１２ ○ 松山市来住町１３７１番地７

115 兵頭水道（株） ９４７－０５７１ ○ 松山市福音寺町５６４番地７

159 （株）大門工業 ９７６－０００９ ○ 松山市来住町３１１番地

174 （株）吉田設備 ９５６－５４１１ ○ 松山市北久米町１０９７番地４
久米

198 安井水道 ９７６－７２２６ ○ 松山市久米窪田町２７１番地３

207 （株）共進建設 ９７５－３２４４ ○ 松山市高井町１１６８番地

211 （株）設備社おおうえ ９７５－５３１７ ○ 松山市来住町６４４番地５

215 ティ・ティ・シィ（有） ９７５－３５１５ ○ 松山市来住町１２７９番地２
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240 （株）岡崎工務店 ９７５－０４１１ × 松山市福音寺町２３９番地

268 （株）キイチ ９７６－０８８７ ○ 松山市来住町９番地１

318 （有）アイ・エス・ケー ９６０－１４７７ ○ 松山市来住町９９２番地１２

408 湯浅水道 ９７５－０７２０ ○ 松山市南久米町１３５番地

510 光設備 ９５７－３５０６ ○ 松山市北久米町１１４８番地１

582 （有）リフォーム・ダイトー ９７５－４１０１ ○ 松山市北久米町３９８番地 久米
586 （有）上宏空調 ９２１－９４２２ ○ 松山市福音寺町５２３番地

594 （株）スイヨー松山 ９７５－０８４１ ○ 松山市北久米町５０番地１５

631 田中設備工業 ９７０－４１７２ ○ 松山市久米窪田町８６番地１

654 信設備 ９７０－６６０７ ○ 松山市久米窪田町６９番地５

662 丸一総合設備 ９７０－５１３２ ○ 松山市北久米町３１９番地５

465 宮内水道設計 ９７７－７２００ ○ 松山市食場町乙１０２番地９２
湯山

488 （株）坂本重機建設 ９７７－０３３２ ○ 松山市食場町甲１６７番地５

193 （有）愛新設備商会 ９７７－８３０４ ○ 松山市下伊台町１５１番地７５

352 三浦設備工業 ９１４－０３０４ ○ 松山市下伊台町１２２６番地１７

468 （有）森本設備 ９７７－０７７８ ○ 松山市白水台一丁目７番地６ 伊台
674 大伸建設（有） ９７７－６６５０ × 松山市下伊台町７１１番地

689 大平企画 ９０９－４０５２ ○ 松山市下伊台町乙７４番地８０

156 恒和設備工業（株） ９７５－３３１５ ○ 松山市北梅本町６３７番地

233 マルイチ電水工業 ９７５－１６０４ ○ 松山市北梅本町１８９１番地

349 浅野工管 ９７５－７２１２ ○ 松山市南梅本町甲１２９８番地３０ 小野
506 剣産業 ９７６－２４７８ × 松山市水泥町３３３番地２９

545 （株）ヒロ配管設備 ９６８－１４６１ ○ 松山市水泥町７１８番地４

127 （有）河合水道工業 ９０５－１３１９ ○ 松山市井門町１０７１番地１

146 新崎住宅設備（株） ９５７－５４１３ ○ 松山市井門町８１番地５

179 （株）カンセイ ９７０－０１１１ ○ 松山市南高井町１６８９番２

197 （有）山陽商会 ９５６－６１０７ ○ 松山市井門町１４７５番地６

203 （有）土居設備 ９５６－５２３７ ○ 松山市森松町４６１番地３３

228 玉井産業（株） ９５６－００６５ ○ 松山市森松町６５０番地１

332 （有）サン・ヨーゴ ９５６－７７６７ ○ 松山市井門町５４番地９
浮穴

467 （株）藤本配管 ９７０－８２８７ ○ 松山市南高井町１７５２番地１

474 参鍋設備 ９５６－７９２７ ○ 松山市森松町９３０番地３

498 （株）三好設備 ９０４－１６３１ ○ 松山市森松町４７２番地１７

516 （株）みずき ９０８－７３２０ ○ 松山市井門町６８４番地４

560 （株）アクセル松山 ９９７－７８２２ ○ 松山市南高井町１２８９番地４

576 なかたに水道 ９９３－６８６７ ○ 松山市井門町１６１番地２２

577 （株）明立 ９０７－０５８８ ○ 松山市森松町７４９番地１

※松山市内の市外局番は「089」です。
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595 （株）戒田商事 ９５６－２２９５ ○ 松山市井門町１９０番地１

622 （有）エントロピー ９７０－７０７０ ○ 松山市森松町１４７番地５
浮穴

645 （株）ネクセル ９６８－２９９７ ○ 松山市南高井町８０６番地１

684 西水電設備 ０８０－８６４９－３２２３ ○ 松山市森松町４７８番地２０

44 （有）松山水道工業所 ９４３－０６４３ ○ 松山市和泉北二丁目５番２７号

54 （有）松岡水道工業所 ９１６－４２１３ ○ 松山市古川北一丁目１番１５号

76 （株）大和設備 ９５６－８３２２ ○ 松山市居相一丁目３番３号

134 （有）門屋設備 ９５６－３７１３ ○ 松山市居相六丁目２番４号

169 アイティ－（株） ９５７－５８８８ ○ 松山市今在家一丁目３番７号

181 （有）共同設備 ９５７－８２１１ ○ 松山市星岡五丁目８番２５号

184 北四国エアコン（株） ９５６－２１７１ ○ 松山市星岡一丁目１１番２０号

208 （株）ウォータークリエイト ９５８－４８７６ ○ 松山市古川南三丁目１３５５番１

252 宮尾設備 ９５６－３７９０ ○ 松山市古川南二丁目１３番１３号

257 （有）道下建設 ９５６－４３０１ ○ 松山市北井門四丁目１８番５号

273 （有）樋野土木 ９５７－４７６７ × 松山市古川西二丁目１６番２１号

289 寿建材（株） ９５６－５３７４ ○ 松山市北土居三丁目１５番２４号

290 三好住宅設備 ９５８－７９５３ ○ 松山市星岡二丁目８番１５号

306 （株）森田組 ９５６－２２５７ × 松山市北井門四丁目１９番３号
石井

358 西弘建設（株） ９５６－２８６８ × 松山市北土居二丁目１番３４号

391 敏設備（有） ９５６－６５６２ ○ 松山市星岡五丁目５番１２号

485 （株）ちはや設備 ９５６－１５４３ ○ 松山市北井門三丁目１番９号

517 （有）富士住研 ９９８－３６５６ ○ 松山市和泉北一丁目１０番１４号

531 西村設備 ９５７－６９４２ ○ 松山市居相三丁目８番２１号

535 （有）三和機電工業 ９４１－８０５７ ○ 松山市朝生田町三丁目７番１７号

541 大蒼設備 ９７７－９３０７ ○ 松山市西石井一丁目４番２１号

549 フモト建設（株） ９５７－４１４１ × 松山市土居町７３７番地３

561 （株）サンフィールズ ９５６－８８４４ ○ 松山市古川西三丁目７番３０号

567 中川設備 ９５８－８１０３ × 松山市西石井三丁目２番２６号

575 エコ企画 ９５８－１３５７ × 松山市星岡二丁目１番５号

643 （株）ヨシケンコーポレーション ９５６－８７０９ × 松山市北井門四丁目１９番３号

656 四国エコ設備 ９５６－８０９７ ○ 松山市古川北二丁目２１番４号

681 （株）タナカ ９１６－９４１６ ○ 松山市古川西三丁目１３番５号

316 山創工業 ９６０－８３７８ ○ 松山市大橋町２０６番地

355 大友設備 ９６３－３１３２ ○ 松山市西野町甲１２８番地２

388 （株）松本設備 ９６３－５７６０ ○ 松山市東方町甲２３２９番地１ 荏原
405 （株）エムテック ９６０－８８８０ ○ 松山市津吉町１０５９番地

505 （有）八生建設工業 ９６３－１４２２ × 松山市津吉町１０７４番地

※松山市内の市外局番は「089」です。
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688 （株）福住水道工業 ９０４－４１８７ ○ 松山市恵原町甲１３２６番地２ 荏原
32 （株）交建社 ９６３－４７４０ ○ 松山市浄瑠璃町甲２０６番地

坂本
658 セキオカ住設 ９６３－３７３５ ○ 松山市久谷町甲８番地１１

432 （有）浜田ポンプ ９９５－０５４２ ○ 松山市浅海原甲７５１番地１ 浅海
427 （有）北真工務店 ９９２－１７９６ × 松山市下難波甲１１４１番地１

430 高土手建築センター（有） ９９３－１７２７ ○ 松山市上難波甲１１０番地 難波
434 渡部設備工業 ９９３－０７６７ ○ 松山市下難波甲１４２７番地３

243 （株）ケイ・アール総合企画 ９１１－７８００ ○ 松山市八反地甲１６８２番地

435 白石設備 ９９３－２３５８ ○ 松山市八反地甲２２５番地
正岡

493 （有）重見建設 ９９２－０１９０ × 松山市中西内４７１番地２

683 （株）梼山設備 ９９２－４９３０ ○ 松山市正岡神田甲１７６番地

431 新玉水道（有） ９９３－００３０ ○ 松山市北条辻１４１番地２

441 波頭金物（有） ９９３－０８１０ × 松山市北条７７７番地

443 光成水道 ９９３－２５８９ ○ 松山市北条辻６５０番地３ 北条
569 西﨑設備 ９９３－０３８３ ○ 松山市北条辻９１０番地４

679 住設工房あるる ９９２－１３０５ ○ 松山市北条辻１００７番地９

383 くるしまホームサービス ９８４－７３７８ ○ 松山市河野別府４４３番地１

438 （有）山本金物建材 ９９２－０３５３ ○ 松山市柳原３９５番地
河野

494 （有）山大建設 ９０４－３６２０ × 松山市河野中須賀３１４番地２

559 プラネット設備建築 ９９４－１８００ ○ 松山市河野中須賀３１６番地１７

439 （有）西原組 ９９４－０６６４ × 松山市久保３８５番地１
粟井

579 （株）大野設備 ９９４－７７２０ ○ 松山市久保５５番地１

668 （株）大﨑水道工業 ９９７－１２２６ ○ 松山市神浦６１番地 中島
261 （株）山内工業 ０８９８－３２－１９８３ ○ 今治市本町七丁目３番３５号

285 （有）港南設備 ０８９－９８２－４４８７ ○ 伊予市稲荷甲７３９番地１

300 （有）シー・シー・アイ ０８９－９６２－２３９６ ○ 伊予郡砥部町宮内９２７番地

322 中屋敷住宅ホーム ０８９－９８４－２４３３ × 伊予郡松前町永田３番地４

323 （有）アソーポンプ商会 ０８９－９５７－４０４６ ○ 伊予郡砥部町高尾田４８０番地２

327 西岡建材（株） ０８９－９８２－０２２３ ○ 伊予市下吾川９４６番地１

341 上本住宅設備（株） ０８９－９６４－１２１３ × 東温市田窪１１３３番地５
市外

350 （株）さくら工業 ０８９８－４８－２２２１ ○ 今治市喜田村四丁目１３番５３号

363 （有）オカダ設備 ０８９－９８５－１６６０ ○ 伊予郡松前町大字永田５７９番地１

366 （株）愛水 ０８９７－３４－１３１３ ○ 新居浜市久保田町二丁目１番４５号

386 （有）日進工業 ０８９－９８４－６９７２ × 伊予郡松前町大字恵久美５５８番地

402 武智水道工業（株） ０８９－９８２－１２６８ ○ 伊予市上三谷１４２８番地

404 相田水道工業 ０８９－９５６－４６１１ ○ 伊予郡砥部町高尾田４７６番地

418 （株）佐々木工業所 ０８９－９８３－０４５０ ○ 伊予市湊町６６番地

※松山市内の市外局番は「089」です。
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420 水道サービス吉川 ０８９－９５５－０７６１ ○ 東温市横河原１８１番地２

445 長井設備（株） ０８９８－５４－２０３２ ○ 今治市菊間町浜５４９番地

478 （株）長井商会 ０８９８－３２－２９２９ ○ 今治市常盤町四丁目７番地８

479 （株）シオミ ０８９－９５７－１４１８ ○ 伊予郡砥部町高尾田８７３番地

486 松田工業（株） ０８９８－５４－３３９０ ○ 今治市菊間町池原９１４番地

489 丸石設備工業（株） ０８９８－２２－７７３２ ○ 今治市中寺１００８番地１

497 大礒水道 ０８９－９５８－１９３８ ○ 伊予郡松前町大字筒井１０１９番地５

501 （株）矢野金物店 ０８９３－２４－３０４３ ○ 大洲市中村５４２番地１

511 （株）明成 ０８９５－２４－００５０ ○ 宇和島市伊吹町甲１３２３番地１

519 （有）渡部興産 ０８９－９６４－８４３５ × 東温市志津川１７９１番地１

522 （株）リビング武田 ０８９８－２３－０１４８ ○ 今治市常盤町一丁目４番地の１

538 吉村設備 ０８９－９６２－５９７７ ○ 伊予郡砥部町大南２０６５番地

539 （有）ヤスイ電氣ストア ０８９－９６４－９３９３ × 東温市田窪３４６番地６

543 （有）南予水道住設 ０８９３－２３－２３５２ ○ 大洲市若宮１１１３番地１

554 （有）三和冷熱 ０８９８－２２－３０１１ ○ 今治市黄金町三丁目２番地４

555 亀川設備工業（株） ０８９８－６４－５８８０ ○ 西条市高田４９３番地３

692 髙木設備 ０８９２－５７－０１０６ ○ 上浮穴郡久万高原町東川３５番地１

563 三原設備（株） ０８９４－３６－０７１８ ○ 八幡浜市保内町喜木１番耕地４７９番地
市外

572 （株）マルイ設備工業 ０８９７－５６－４２０５ ○ 西条市福武甲１１９４番地２

573 タムラ設備（有） ０８９－９８４－７４４９ ○ 伊予郡松前町永田３番地５

585 （株）ニシエイ建材 ０８９－９８４－７２７２ × 伊予郡松前町大字大溝４５５番地１

598 鎌田電気水道（株） ０８９８－５２－２０２１ ○ 今治市波方町岡甲２６３番地５

603 （有）近代設備工業 ０８９８－４７－５３８０ ○ 今治市喜田村一丁目８番２１号

604 豊田設備 ０８９－９８２－６８６７ ○ 伊予市下吾川１５８７番地２

607 松山住宅設備修理センター設備のナカムラ ０８９－９９３－５７１１ ○ 東温市吉久６４３番地４９

608 寿工業 ０８９－９６２－３０６８ ○ 伊予郡砥部町北川毛２８番地１

609 宮脇設備 ０８９－９９４－６１５０ ○ 伊予市宮下２０００番地１５

610 （株）藤川設備 ０８９５－４９－１５４３ ○ 宇和島市保田甲２６３番地１

613 （株）関谷水道 ０８９－９６２－６４５０ × 伊予郡砥部町川井１１３８番地

616 （有）フジモト設備 ０８９－９６４－８２２１ ○ 東温市牛渕１８４６番地の６

617 和水 ０８９－９０６－２９４０ ○ 伊予郡松前町大字西古泉５０１番地４

623 プランニングマツモト ０８９－９６４－７６１２ × 東温市見奈良１５４３番地

628 コウセイ設備 ０８９－９６２－７７２０ ○ 伊予郡砥部町宮内１９９８番地１０

629 （有）村上設備 ０８９－９６４－８６９６ ○ 東温市牛渕６０５番地

630 加藤電気水道 ０８９－９６６－２６８０ ○ 東温市松瀬川甲６９８番地１

632 （有）稲月電気設備 ０８９３－４４－４１０４ × 喜多郡内子町五十崎甲１０４８番地

636 （株）篠宮工業所 ０８９８－３１－０３５３ ○ 今治市南鳥生町二丁目２番２９号
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登録番号 工　事　店　名 電話番号 給水装置 住　　　所 校区

637 （株）富田水道工業所 ０８９８－２３－６１１６ ○ 今治市八町西四丁目１番１２号

640 水栄建設工業（株） ０８９－９９３－８６５５ ○ 伊予郡砥部町高尾田９８４番地６

642 （株）イズミ設備 ０８９－９０４－２１０５ ○ 東温市則之内乙２４９０番地１

647 （有）大和工業 ０８９－９８４－９５５３ ○ 伊予郡松前町大字永田４３５番地１

648 マスダ水道設備 ０８９３－２５－４１７８ ○ 大洲市市木９５１番地３６

650 浅海設備工業（株） ０８９８－２３－７６１３ ○ 今治市黄金町５丁目１番地５

651 井門電気水道設備（有） ０８９８－４３－１０５８ ○ 喜多郡内子町五十崎甲６５６番地１

659 共働設備工業（株） ０８９８－５２－７０８１ ○ 今治市徳重２８７番地１
市外

663 （有）住吉産業 ０８９３－５２－１５３１ ○ 大洲市長浜町上老松３番地１２

664 東予タカラ住設 ０８９８－６８－４２３０ ○ 西条市丹原町長野１６９５番地

666 （有）さくらい設備 ０８９－９６４－８１４９ × 東温市野田一丁目１８番地１６

675 山内水道サービス ０９０－３４６０－２７９６ ○ 今治市宮ヶ崎甲７２０番地２

676 （株）大北設備 ０８９－９６４－６１６２ ○ 東温市牛渕１６４７番地２

678 （株）タクボ設備 ０８９８－３１－０２２７ ○ 今治市立花町三丁目３番１８号

682 （有）河井設備 ０８９－９６２－５７３５ ○ 伊予郡砥部町高尾田１１３７番地２

687 （株）桧垣工務店 ０８９７－３３－５１１１ ○ 新居浜市一宮町一丁目１３番１５号
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索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

あ （有）アイ・エス・ケー アイ･エス･ケー 久米 32

愛生創工 アイキソウコウ 東雲 27

（株）愛賢 アイケン 久枝 30

（有）愛新設備商会 アイシンセツビショウカイ 伊台 32

（株）愛水 アイスイ 市外 34

アイティ－（株） アイティー 石井 33

（株）アイテック アイテック 和気 31

（株）暁設備 アカツキセツビ 久枝 30

（株）アクア アクア 桑原 28

（株）アクセル松山 アクセルマツヤマ 浮穴 32

浅野工管 アサノコウカン 小野 32

浅海設備工業（株） アサミセツビコウギョウ 市外 36

（有）アソーポンプ商会 アソーポンプショウカイ 市外 34

（株）アラウンド アラウンド 高浜 30

新玉水道（有） アラタマスイドウ 北条 34

い （株）池田水道 イケダスイドウ 味生 29

（有）石﨑建設 イシザキケンセツ 高浜 30

（有）石﨑設備 イシザキセツビ 味生 29

（有）和泉水道工業所 イズミスイドウコウギョウショ 雄郡 27

（有）泉設備 イズミセツビ 余土 31

（株）イズミ設備 イズミセツビ 市外 36

（有）伊藤設備 イトウセツビ 桑原 28

（有）稲月電気設備 イナツキデンキセツビ 市外 35

（有）今井設備工業 イマイセツビコウギョウ 久米 31

井門電気水道設備（有） イモンデンキスイドウセツビ 市外 36

（株）伊予ブルドーザー建設松山支店 イヨブルドーザーケンセツ マツヤマシテン 味生 29

う 上本住宅設備（株） ウエモトジュウタクセツビ 市外 34

（株）ヴェルト ヴェルト 堀江 31

Water joint ウォーター ジョイント 高浜 30

ウォーターガードサービス（株） ウォーターガードサービス 堀江 31

（株）ウォータークリエイト ウォータークリエイト 石井 33

え エコ企画 エコキカク 石井 33

（株）エコテク四国営業所 エコテク シコクエイギョウショ 余土 31

Ｎ・Ｓサービス エヌ・エスサービス 素鵞 27

（有）エヌディー エヌディー 堀江 31

愛媛日化サービス（株） エヒメニッカサービス 余土 31

愛媛冷暖房（株） エヒメレイダンボウ 久枝 30

（有）エムエムライフテック エムエムライフテック 桑原 28

エムズ設備 エムズセツビ 久枝 30

（株）エムテック エムテック 荏原 33

（有）エントロピー エントロピー 浮穴 33

お 大礒水道 オオイソスイドウ 市外 35

（株）大北設備 オオキタセツビ 市外 36

（株）大﨑水道工業 オオサキスイドウコウギョウ 中島 34

（有）大下水道工業所 オオシタスイドウコウギョウショ 久枝 30

（株）大塚水道 オオツカスイドウ 素鵞 27

大友設備 オオトモセツビ 荏原 33

（株）大西工業 オオニシコウギョウ 久枝 30

大野設備（有） オオノセツビ 宮前 29

（株）大野設備 オオノセツビ 粟井 34

大平企画 オオヒラキカク 伊台 32

↗ 大森住設 オオモリジュウセツ 清水 28

索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

お 岡崎建設 オカザキケンセツ 宮前 29

（株）岡崎工務店 オカザキコウムテン 久米 32

（有）オカダ設備 オカダセツビ 市外 34

（有）小椋設備工業 オグラセツビコウギョウ 雄郡 27

越智設備 オチセツビ 桑原 28

（株）オトイ オトイ 桑原 28

か （株）戒田商事 カイダショウジ 浮穴 33

（株）勝山水道工業所 カツヤマスイドウコウギョウショ 桑原 28

（株）カトウ カトウ 桑原 28

加藤電気水道 カトウデンキスイドウ 市外 35

（有）門屋設備 カドヤセツビ 石井 33

鎌田電気水道（株） カマタデンキスイドウ 市外 35

亀川設備工業（株） カメガワセツビコウギョウ 市外 35

（有）河合水道工業 カワイスイドウコウギョウ 浮穴 32

（有）河井設備 カワイセツビ 市外 36

（有）川下設備 カワシタセツビ 久枝 30

（有）カワハラ カワハラ 味酒 28

環境開発 カンキョウカイハツ 味酒 28

（株）環研エンジニアリング カンケンエンジニアリング 味生 29

関西住機（株） カンサイジュウキ 新玉 27

（株）カンセイ カンセイ 浮穴 32

き （株）キイチ キイチ 久米 32

菊池建設工業（株） キクチケンセツコウギョウ 味生 29

（有）北垣設備 キタガキセツビ 久枝 30

（株）木田産業 キダサンギョウ 堀江 31

北四国エアコン（株） キタシコクエアコン 石井 33

（株）共進建設 キョウシンケンセツ 久米 31

（株）共同建設工業 キョウドウケンセツコウギョウ 和気 31

（有）共同設備 キョウドウセツビ 石井 33

共働設備工業（株） キョウドウセツビコウギョウ 市外 36

共友工業（株） キョウユウコウギョウ 久枝 30

（有）近代設備工業 キンダイセツビコウギョウ 市外 35

く （株）久保工業所 クボコウギョウショ 清水 28

久保設備 クボセツビ 潮見 30

（有）倉田ガスサービス クラタガスサービス 道後 28

（株）栗林設備 クリバヤシセツビ 新玉 27

（有）来嶋建設 クルシマケンセツ 堀江 31

くるしまホームサービス クルシマホームサービス 河野 34

（有）黒川工業 クロカワコウギョウ 素鵞 27

け （株）ケイ・アール総合企画 ケイアールソウゴウキカク 正岡 34

（株）建栄設備工業 ケンエイセツビコウギョウ 雄郡 27

こ （株）交建社 コウケンシャ 坂本 34

（株）弘成建設 コウセイケンセツ 垣生 29

光成水道 コウセイスイドウ 北条 34

コウセイ設備 コウセイセツビ 市外 35

（有）港南設備 コウナンセツビ 市外 34

（株）光南設備 コウナンセツビ 潮見 30

恒和設備工業（株） コウワセツビコウギョウ 小野 32

KOEIエンジニアリング コーエイエンジニアリング 雄郡 27

コースイ設備工業 コースイセツビコウギョウ 雄郡 27

寿建材（株） コトブキケンザイ 石井 33

↗ 寿工業 コトブキコウギョウ 市外 35

索引（指定工事店）　あ〜こ
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索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

こ （有）寿土建 コトブキドケン 雄郡 27

さ 坂本工業 サカモトコウギョウ 味酒 28

（株）坂本重機建設 サカモトジュウキケンセツ 湯山 32

崎山設備 サキヤマセツビ 生石 29

（有）さくらい設備 サクライセツビ 市外 36

（株）さくら工業 サクラコウギョウ 市外 34

（株）佐々木工業所 ササキコウギョウショ 市外 34

（有）サン・ヨーゴ サン･ヨーゴ 浮穴 32

（有）三愛設備工業 サンアイセツビコウギョウ 清水 28

（株）三千工業 サンゼンコウギョウ 宮前 30

山創工業 サンソウコウギョウ 荏原 33

参鍋設備 サンナベセツビ 浮穴 32

（株）サンフィールズ サンフィールズ 石井 33

（有）三宝 サンポウ 垣生 29

（有）山陽商会 サンヨウショウカイ 浮穴 32

（有）三和機電工業 サンワキデンコウギョウ 石井 33

三和ダイヤ工業（株） サンワダイヤコウギョウ 味酒 27

（有）三和冷熱 サンワレイネツ 市外 35

し （有）シー・シー・アイ シーシーアイ 市外 34

（株）シオミ シオミ 市外 35

（株）塩見配管 シオミハイカン 新玉 27

重松兄弟設備（株） シゲマツキョウダイセツビ 潮見 30

（有）重見建設 シゲミケンセツ 正岡 34

四国エコ設備 シコクエコセツビ 石井 33

四國興建（株） シコクコウケン 三津浜 30

四国設備工業 シコクセツビコウギョウ 宮前 29

（株）篠宮工業所 シノミヤコウギョウショ 市外 35

シフト（有） シフト 宮前 29

住設工房あるる ジュウセツコウボウアルル 北条 34

（有）昭英ガス ショウエイガス 雄郡 27

正栄設備工業（有） ショウエイセツビコウギョウ 味生 29

（有）上宏空調 ジョウコウクウチョウ 久米 32

（有）上設工業 ジョウセツコウギョウ 和気 31

（株）正和企画 ショウワキカク 宮前 29

（有）ショーキシーユーシステム ショーキシーユーシステム 雄郡 27

白石設備 シライシセツビ 正岡 34

（有）城市組 シロイチグミ 雄郡 27

（有）信栄水道工事 シンエイスイドウコウジ 三津浜 30

真源 シンゲン 素鵞 27

信設備 シンセツビ 久米 32

神野設備 ジンノセツビ 桑原 28

す 水栄建設工業（株） スイエイケンセツコウギョウ 市外 36

水族管 スイゾクカン 和気 31

水道サービス吉川 スイドウサービスヨシカワ 市外 35

（株）スイヨー松山 スイヨーマツヤマ 久米 32

（有）須賀ポンプ商会 スガポンプショウカイ 八坂 27

（有）住吉産業 スミヨシサンギョウ 市外 36

せ （有）西部設備工業 セイブセツビコウギョウ 和気 31

セキオカ住設 セキオカジュウセツ 坂本 34

（株）関谷水道 セキヤスイドウ 市外 35

（株）設備社おおうえ セツビシャオオウエ 久米 31

そ 相田水道工業 ソウダスイドウコウギョウ 市外 34

索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

た （株）ダイキアクシス ダイキアクシス 味酒 28

（有）大協設備商会 ダイキョウセツビショウカイ 雄郡 27

大伸建設（有） ダイシンケンセツ 伊台 32

大蒼設備 ダイソウセツビ 石井 33

（株）大門工業 ダイモンコウギョウ 久米 31

（有）大和工業 ダイワコウギョウ 市外 36

（株）大和設備 ダイワセツビ 石井 33

髙木設備 タカギセツビ 市外 35

高月水道工業所 タカツキスイドウコウギョウショ 久枝 30

（株）髙都組 タカツグミ 雄郡 27

高土手建築センター（有） タカドテケンチクセンター 難波 34

（株）タクボ設備 タクボセツビ 市外 36

武井住設 タケイジュウセツ 新玉 27

武智水道工業（株） タケチスイドウコウギョウ 市外 34

（株）タナカ タナカ 石井 33

田中設備工業 タナカセツビコウギョウ 久米 32

玉井産業（株） タマイサンギョウ 浮穴 32

タムラ設備（有） タムラセツビ 市外 35

ち （株）ちはや設備 チハヤセツビ 石井 33

つ 津田商会 ツダショウカイ 味生 29

剣産業 ツルギサンギョウ 小野 32

て ティ・ティ・シィ（有） ティ･ティ･シィ 久米 31

（株）ＤＡＤ ディーエーディー 道後 28

（有）ディガー ディガー 久枝 30

（有）テラモト テラモト 久枝 30

と （有）土居設備 ドイセツビ 浮穴 32

東洋水道（株） トウヨウスイドウ 新玉 27

東予タカラ住設 トウヨタカラジュウセツ 市外 36

（有）東和開発 トウワカイハツ 久枝 30

土岐設備 トキセツビ 生石 29

徳寿工業（株）松山支店 トクジュコウギョウ　マツヤマシテン 潮見 30

敏設備（有） トシセツビ 石井 33

（株）富田水道工業所 トミタスイドウコウギョウショ 市外 36

トモ設備 トモセツビ 素鵞 27

（有）友近環境整備商会 トモチカカンキョウセイビショウカイ 潮見 30

（株）友近工務店 トモチカコウムテン 清水 28

豊田設備 トヨタセツビ 市外 35

な 長井設備（株） ナガイセツビ 市外 35

（株）長井商会 ナガイショウカイ 市外 35

中川水道 ナカガワスイドウ 余土 31

中川設備 ナカガワセツビ 石井 33

なかたに水道 ナカタニスイドウ 浮穴 32

中屋敷住宅ホーム ナカヤシキジュウタクホーム 市外 34

和水 ナゴミ 市外 35

なごみ住設 ナゴミジュウセツ 堀江 31

（有）ナルサ ナルサ 堀江 31

（有）南予水道住設 ナンヨスイドウジュウセツ 市外 35

に 新崎住宅設備（株） ニイサキジュウタクセツビ 浮穴 32

新山水道工業（有） ニイヤマスイドウコウギョウ 余土 31

（株）ニシエイ建材 ニシエイケンザイ 市外 35

西岡建材（株） ニシオカケンザイ 市外 34

↗ 西﨑設備 ニシザキセツビ 北条 34

索引（指定工事店）　こ〜に
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索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

に （有）西野工務店 ニシノコウムテン 生石 29

（有）西原組 ニシハラグミ 粟井 34

西原総合設備 ニシハラソウゴウセツビ 味酒 28

西弘建設（株） ニシヒロケンセツ 石井 33

西水電設備 ニシスイデンセツビ 浮穴 33

西村設備 ニシムラセツビ 石井 33

（有）日進工業 ニッシンコウギョウ 市外 34

（有）二宮ガス ニノミヤガス 久枝 30

ね （株）ネクセル ネクセル 浮穴 33

は （有）八生建設工業 ハッセイケンセツコウギョウ 荏原 33

（有）葉月建設 ハヅキケンセツ 味酒 28

波頭金物（有） ハトウカナモノ 北条 34

（有）浜田ポンプ ハマダポンプ 浅海 34

濱本設備 ハマモトセツビ 久枝 30

林設備 ハヤシセツビ 宮前 29

ひ （株）桧垣工務店 ヒガキコウムテン 市外 36

（株）ひがし ヒガシ 雄郡 27

（有）東水道工業 ヒガシスイドウコウギョウ 清水 28

光設備 ヒカリセツビ 久米 32

（有）樋野土木 ヒノドボク 石井 33

兵頭水道（株） ヒョウドウスイドウ 久米 31

（株）ヒロケンテクノス ヒロケンテクノス 味生 29

（株）ヒロ配管設備 ヒロハイカンセツビ 小野 32

ふ 福岡住宅設備 フクオカジュウタクセツビ 雄郡 27

福岡水道 フクオカスイドウ 生石 29

（株）福崎組 フクザキグミ 味生 28

（株）福住水道工業 フクズミスイドウコウギョウ 荏原 34

（株）福田組 フクダグミ 高浜 30

福山住設 フクヤマジュウセツ 生石 29

（株）藤川設備 フジカワセツビ 市外 35

（有）富士住研 フジジュウケン 石井 33

富士水道工業（有） フジスイドウコウギョウ 味生 28

（株）フジセキュリティ フジセキュリティ 久枝 30

藤田設備 フジタセツビ 生石 29

藤ホーム・テック フジホーム・テック 雄郡 27

（有）フジモト設備 フジモトセツビ 市外 35

（株）藤本配管 フジモトハイカン 浮穴 32

フモト建設（株） フモトケンセツ 石井 33

プラネット設備建築 プラネットセツビケンチク 河野 34

（株）プラミング プラミング 余土 31

プランニングマツモト プランニング マツモト 市外 35

（有）古川水洗設備工業所 フルカワスイセンセツビコウギョウショ 味酒 27

へ （株）平和設備 ヘイワセツビ 味酒 27

（株）ベネアス ベネアス 三津浜 30

ほ （株）宝永建設 ホウエイケンセツ 余土 31

（株）ホーム設備 ホームセツビ 余土 31

（有）北真工務店 ホクシンコウムテン 難波 34

（株）ＨＯＫＫＯ ホッコー 潮見 30

堀江水道工業所 ホリエスイドウコウギョウショ 堀江 31

（株）堀切産業 ホリキリサンギョウ 宮前 29

（株）本田建設工業 ホンダケンセツコウギョウ 堀江 31

ま マスダ水道設備 マスダスイドウセツビ 市外 36

索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

ま （有）松岡水道工業所 マツオカスイドウコウギョウショ 石井 33

松田兄弟設備 マツダキョウダイセツビ 宮前 29

松田工業（株） マツダコウギョウ 市外 35

（株）松原水道工業所 マツバラスイドウコウギョウショ 清水 28

（株）松村水道工業 マツムラスイドウコウギョウ 桑原 28

松村設備 マツムラセツビ 桑原 28

松本建設 マツモトケンセツ 和気 31

松本水道工事（株） マツモトスイドウコウジ 清水 28

（株）松本設備 マツモトセツビ 荏原 33

（有）松山兄弟設備 マツヤマキョウダイセツビ 味生 29

松山市管工事業協同組合 マツヤマシカンコウジギョヴキョウドウクミアイ 味酒 28

松山住宅設備修理センター設備のナカムラ マツヤマジュウタクセツビシュウリセンター セツビノナカムラ 市外 35

（有）松山水道工業所 マツヤマスイドウコウギョウショ 石井 33

（株）松山生協 マツヤマセイキョウ 新玉 27

（株）松山土木工業 マツヤマドボクコウギョウ 和気 31

丸石設備工業（株） マルイシセツビコウギョウ 市外 35

（株）マルイ設備工業 マルイセツビコウギョウ 市外 35

丸一総合設備 マルイチソウゴウセツビ 久米 32

マルイチ電水工業 マルイチデンスイコウギョウ 小野 32

（株）マルタケ設備 マルタケセツビ 生石 29

み （株）三浦組 ミウラグミ 清水 28

三浦設備工業 ミウラセツビコウギョウ 伊台 32

（株）三枝工業 ミエコウギョウ 久枝 30

（有）ミカミ住設 ミカミジュウセツ 味酒 28

三坂設備工業（株） ミサカセツビコウギョウ 素鵞 27

（株）みずき ミズキ 浮穴 32

（株）みずほ工業 ミズホコウギョウ 味酒 28

ミセスホーム（株） ミセスホーム 清水 28

（有）道下建設 ミチシタケンセツ 石井 33

港産業（株） ミナトサンギョウ 久枝 30

三原設備（株） ミハラセツビ 市外 35

味生建設（株） ミブケンセツ 味生 29

宮内水道設計 ミヤウチスイドウセッケイ 湯山 32

宮尾設備 ミヤオセツビ 石井 33

（株）都クリーン ミヤコクリーン 素鵞 27

（株）みや設備不動産 ミヤセツビフドウサン 桑原 28

宮脇設備 ミヤワキセツビ 市外 35

三好住宅設備 ミヨシジュウタクセツビ 石井 33

（株）三好設備 ミヨシセツビ 浮穴 32

む （有）村上設備 ムラカミセツビ 市外 35

村上設備松山 ムラカミセツビマツヤマ 三津浜 30

室設備 ムロセツビ 味生 29

め （株）明成 メイセイ 市外 35

（株）明立 メイリツ 浮穴 32

も モリエンジニア モリエンジニア 余土 31

（株）森田組 モリタグミ 石井 33

（株）森本　松山本社 モリモト マツヤマホンシャ 生石 29

（有）森本設備 モリモトセツビ 伊台 32

や （株）八木設備 ヤギセツビ 味酒 27

（有）八倉水道工業所 ヤクラスイドウコウギョウショ 素鵞 27

八坂建設（株） ヤサカケンセツ 余土 31

↗ 安井水道 ヤスイスイドウ 久米 31

索引（指定工事店）　に〜や
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索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

や （有）ヤスイ電氣ストア ヤスイデンキストア 市外 35

（株）矢野金物店 ヤノカナモノテン 市外 35

（有）矢野設備 ヤノセツビ 和気 31

（株）山内工業 ヤマウチコウギョウ 市外 34

（有）山内水道工業所 ヤマウチスイドウコウギョウショ 味生 29

山内水道サービス ヤマウチスイドウサービス 市外 36

（有）山内設備 ヤマウチセツビ 生石 29

山内設備工業所 ヤマウチセツビコウギョウショ 清水 28

（株）山﨑水道 ヤマサキスイドウ 宮前 29

（有）山大建設 ヤマダイケンセツ 河野 34

ヤマノ水道 ヤマノスイドウ 素鵞 27

（有）山本金物建材 ヤマモトカナモノケンザイ 河野 34

山本設備（株） ヤマモトセツビ 和気 31

ゆ 湯浅水道 ユアサスイドウ 久米 32

有葵商會 ユウキショウカイ 新玉 27

ユウスイ住設 ユウスイジュウセツ 生石 29

（有）湯築設備 ユヅキセツビ 道後 28

（株）梼山設備 ユスヤマセツビ 正岡 34

↗ （有）ユニット商会 ユニットショウカイ 味生 29

索引 工　事　店　名 工事店名カナ 校区 頁

ゆ （株）ユメイ ユメイ 潮見 30

よ （株）ヨシケンコーポレーション ヨシケンコーポレーション 石井 33

（株）吉田設備 ヨシダセツビ 久米 31

（有）芳之内設備 ヨシノウチセツビ 和気 31

吉村設備 ヨシムラセツビ 市外 35

（株）四電工　愛媛支店 ヨンデンコウ エヒメシテン 味酒 27

り （有）リビングセンター リビングセンター 潮見 30

（株）リビング武田 リビングタケダ 市外 35

（有）リフォーム・ダイトー リフォーム･ダイトー 久米 32

（株）リュウ工業 リュウコウギョウ 清水 28

臨海建設（株） リンカイケンセツ 宮前 29

（有）リンク リンク 味生 29

れ （株）レオ工業 レオコウギョウ 久枝 30

わ （有）ワセダ工業 ワセダコウギョウ 桑原 28

（株）和田ガス ワダガス 垣生 29

（有）渡部興産 ワタナベコウサン 市外 35

（有）渡部設備 ワタナベセツビ 久枝 30

渡部設備工業 ワタナベセツビコウギョウ 難波 34

索引（指定工事店）　や〜わ

～災害時に大活躍～

プライバシーにも配慮！
ベビーカーや車いすでも
使いやすい要配慮者用
トイレもあります。

完全個室で安心

足に負担の少ない洋式を
採用しています！

使いやすい洋式トイレ

高齢者でも
利用しやすい

段差の少ないつくり！

段差がなく便利

水洗には、学校の
プールの水を使用
するので、断水時
や停電時でも使用
可能！

１日数回
ゲートを引き上げて
排泄物を一気に
下水道本管へ排出

下水道本管へ

地面にしっかり
固定するので
強風でも安心して
使用できます！

丈夫なつくり

し尿は下水道へ
直接流せるので

においも少なく衛生的

くみ取り不要

大人2人で10分程度で
簡単に設置できます！

設置が簡単で
すぐ使える

マンホールトイレ
地震などの災害に備え、公営企業局では下水道が使用可能な市立の小中
学校に「マンホールトイレ」の設置を進めています。
マンホール蓋を外し、簡易便座とテントを設置するだけで、個室トイレが
完成します。

マンホールトイレの仕組み
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【問合せ先】
下水道整備課　089-948-6957



○下水道工事については

　下水道整備課

　　　中央・上野処理区担当 TEL 089̶948̶6541

　　　西部・北部・北条処理区担当 TEL 089̶948̶6543

○私道への下水道工事については

　下水道管理課　私道・桝工事受付担当 TEL 089̶948̶6457

○排水設備工事、改造資金の貸付については

　上下水道サービス課　排水設備担当 TEL 089̶948̶6529

○特定事業所の排水については

　上下水道サービス課　排水設備担当 TEL 089̶948̶6820

○下水道使用料については

　上下水道サービス課　使用料担当 TEL 089̶948̶6530

○受益者負担金については

　上下水道サービス課　負担金担当 TEL 089̶948̶6531

○指定工事店については

　上下水道サービス課　排水設備担当 TEL 089̶948̶6529

○下水取付管（公共ますまで）の詰まりについては
　（合流区域は個人で管理してください）
　下水道管理課　維持・普及担当 TEL 089̶948̶6489

下水道に関するお問い合わせ先

〒790－8571　松山市二番町四丁目7－2
松山市 公営企業局（松山市役所第３別館）

令和５年７月発行

【松山市版 マンホールカード配布場所】
①ヤブツバキ柄
　マンホールカード

イメージ・キャラクター「かめまるくん」

マンホールカードとは、全国各地のさまざまなデザインの「マンホール蓋」をとりあげ、デザインの由来な
どを紹介するカード型のパンフレットです。
令和５年７月現在、全国665自治体・３団体968種類のカードがあります。

坂の上の雲ミュージアム配布場所
9：00～18：00配布時間
毎週月曜日（休日の場合は開館）休館日

②「火の鳥」デザイン
　マンホールカード

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉配布場所
6：00～23：00配布時間
施設に直接ご確認ください。休館日

マンホール
カード

集めてみて
ね！


